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明
治
十
六
年

●

参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

明
　
治
　
法
　
制

史
　
料
　
拾
　
遺
（
3
）

手

塚

豊

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
資
料
は
、
明
治
十
五
年
刑
法
に
対
す
る
参
事
院
の
改
正
草

案
二
種
類
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
十
六
年
五
月
、
参
事
院
総
会
議
に
付
さ
れ

た
草
案
（
以
下
、
参
事
院
総
会
議
提
出
案
と
呼
ぶ
）
、
他
の
一
つ
は
、
同
会
議
に

て
修
正
加
除
さ
れ
政
府
へ
提
出
さ
れ
た
草
案
　
（
以
下
、
参
事
院
議
決
案
と
呼
ぶ
）

で
あ
る
。
原
本
は
、
前
者
が
二
十
九
頁
の
小
冊
子
活
字
本
、
後
者
は
太
政
官
十
行

罫
紙
二
十
六
枚
の
筆
写
本
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
井
上
毅
の
旧
蔵
書
を
収
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
梧
陰
文
庫
」
の
所
蔵
本
で
あ
る
．

　
明
治
十
五
年
一
月
一
目
か
ら
施
行
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
旧
刑
法
（
明
治
十
三
年

七
月
十
七
日
太
政
官
布
告
第
三
六
号
）
は
、
政
府
部
内
に
お
い
て
施
行
当
初
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
そ
の
改
正
が
問
題
と
な
つ
て
い
た
こ
と
は
、
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ば
、
石
井
良
助
博
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
旧
刑
法
は
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
年
）
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
が
、

　
司
法
省
で
は
施
行
後
ま
も
な
く
改
正
の
必
要
を
認
め
、
改
正
案
を
作
成
し

　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

　
て
、
太
政
官
に
呈
上
し
、
太
政
官
ま
た
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
改
正
案
を
作

　
成
し
た
．
ま
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
改
正
案
（
五
百
七
十
六
条
）
も
一
八
八
六

　
年
（
明
治
十
九
年
）
以
前
に
で
き
あ
が
つ
て
お
り
、
司
法
省
の
依
頼
で
作
つ
た

　
旧
刑
法
の
注
釈
書
に
こ
れ
を
収
め
て
い
る
。

　
し
か
し
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
改
正
案
は
別
と
し
て
、
司
法

省
の
改
正
案
あ
る
い
は
太
政
官
の
改
正
案
の
全
貌
を
公
表
し
た
文
献
は
、
私
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

知
る
限
り
で
は
存
在
し
な
い
。
こ
こ
に
石
井
博
士
の
い
わ
れ
る
「
太
政
官
」
の

「
改
正
案
」
す
な
わ
ち
参
事
院
の
改
正
案
二
種
類
を
覆
刻
、
発
表
す
る
所
以
で

あ
る
．

　
明
治
十
四
年
十
月
十
二
日
、
国
会
開
設
の
詔
が
発
せ
ら
れ
、
こ
え
て
二
十
一

日
、
太
政
官
の
職
制
改
革
が
行
わ
れ
た
。
従
来
の
太
政
官
六
部
制
（
法
制
、
会

計
、
軍
事
、
内
務
、
司
法
、
外
務
）
は
廃
止
さ
れ
、
法
制
部
の
職
掌
を
継
承
し

て
あ
ら
た
に
参
事
院
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
8
霧
＆
山
．
国
富
θ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
制
に
倣
つ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
一
五
〇
五
）



　
　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

　
太
政
官
に
属
す
る
参
事
院
（
参
事
院
章
程
第
一
条
）
の
構
成
は
、
議
長
一
人
、

副
議
長
一
人
と
無
定
員
の
議
官
、
議
官
補
、
員
外
議
官
補
、
書
記
官
、
書
記
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
（
参
事
院
職
制
）
、
そ
の
事
務
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
前
掲
章
程
第
七
条
）
。

　
第
一
　
本
院
ノ
発
議
ヲ
以
テ
シ
又
ハ
内
閣
ノ
命
二
因
リ
法
律
規
則
案
ヲ
起
草

　
　
シ
理
由
ヲ
具
ヘ
テ
内
閣
二
上
申
ス

　
第
二
　
各
省
ヨ
リ
上
稟
ス
ル
所
ノ
法
律
規
則
案
ヲ
審
案
シ
意
見
ヲ
具
へ
或
ハ

　
　
修
正
ヲ
加
へ
内
閣
二
上
申
ス

　
第
三
　
元
老
院
二
於
テ
議
決
ス
ル
所
ノ
法
案
ヲ
審
査
シ
時
宜
二
依
リ
意
見
書

　
　
ヲ
具
ヘ
テ
内
閣
ノ
命
ヲ
請
ヒ
元
老
院
ノ
再
議
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
或
ハ
内

　
　
閣
ノ
命
二
依
リ
本
院
ノ
委
員
ヲ
差
シ
元
老
院
ト
叶
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
第
四
　
院
省
使
庁
府
県
ヨ
リ
上
稟
シ
タ
ル
諸
般
ノ
文
書
ヲ
内
閣
ヨ
リ
下
付
ス

　
　
ル
ト
キ
ハ
意
見
ヲ
具
ヘ
テ
上
申
ス

　
第
五
　
各
省
ノ
年
報
及
諸
般
ノ
報
告
ヲ
勘
査
ス

　
そ
の
ほ
か
、
行
政
官
と
司
法
官
あ
る
い
は
地
方
議
会
と
地
方
官
の
間
の
権
限

争
議
の
審
理
も
ま
た
そ
の
職
掌
と
し
た
（
同
前
第
八
条
）
。

　
本
院
に
は
．
そ
の
事
務
を
分
掌
す
る
た
め
、
内
局
、
外
務
部
、
内
務
部
、
軍

事
部
、
財
務
部
、
司
法
部
、
法
制
部
が
お
か
れ
、
と
く
に
法
制
部
が
「
民
法
訴

訟
法
商
法
刑
法
治
罪
法
ノ
事
」
を
担
当
し
た
（
同
前
第
十
一
条
）
．

　
本
院
の
議
事
は
、
部
会
議
と
総
会
議
と
が
あ
り
、
総
会
議
に
は
す
べ
て
の
議

官
、
議
官
補
が
参
加
、
ま
た
、
各
省
の
書
記
官
が
兼
任
と
し
て
出
向
し
て
い
た

員
外
議
官
補
は
「
本
職
主
任
ノ
件
二
限
リ
」
「
議
事
二
列
席
」
し
た
（
同
前
第
五

条
第
十
二
条
）
．
そ
し
て
「
法
律
」
案
は
、
か
な
ら
ず
「
総
会
議
二
付
」
さ
れ
、

会
議
を
経
た
議
案
は
　
「
議
長
ノ
名
ヲ
以
テ
内
閣
二
上
申
」
さ
れ
た
の
で
あ
る

六
〇
　
　
（
一
五
〇
六
）

（
同
前
第
十
三
条
第
十
九
条
）
。

　
こ
の
よ
5
に
、
参
事
院
は
太
政
官
内
の
強
力
な
立
法
調
査
機
関
で
あ
る
と
共

に
、
行
政
裁
判
所
の
役
割
を
も
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
る
、
初
代
議
長
は
、
参
議

伊
藤
博
文
が
兼
任
し
、
副
議
長
に
は
田
中
不
二
麿
が
司
法
卿
か
ら
転
じ
て
就

任
、
議
官
、
議
官
補
に
は
、
元
老
院
、
太
政
官
あ
る
い
は
各
省
か
ら
俊
秀
が
あ

　
　
　
　
（
7
）

つ
め
ら
れ
た
。
当
時
、
法
律
の
改
正
が
、
太
政
官
内
に
お
い
て
企
画
さ
れ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
に
参
事
院
の
所
管
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
旧
刑
法
の
場
合
は
、
そ
の
施
行
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
議
が
司
法
省
で
行
わ
れ
た
。
法
律
改
正
を
担
当
す
る
第
八
局
内
で
改
正
作
業

が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
事
業
を
物
語
る
資
料
は
、
残
念
な
が
ら
み

あ
た
ら
な
い
．
し
た
が
つ
て
、
そ
の
作
業
に
従
事
し
た
人
の
氏
名
も
不
明
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
作
業
の
結
果
で
あ
る
改
正
案
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
発
表
さ

れ
て
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
井
上
毅
の
「
梧
陰
文
庫
」
の
中
に
、
こ
の
と
き

の
司
法
省
草
案
と
思
わ
れ
る
も
の
三
種
類
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
．
い
ず
れ
も
旧

刑
法
の
条
文
に
訂
正
加
除
を
施
し
た
形
で
印
刷
さ
れ
た
活
字
本
で
あ
る
。
い

ま
、
そ
の
内
容
か
ら
、
こ
れ
ら
の
草
案
の
順
序
を
推
定
し
て
第
一
案
、
第
二
案
、

第
三
案
と
仮
に
呼
ぶ
と
、
第
一
案
に
は
「
十
六
年
改
正
議
ノ
議
案
未
定
草
案
」
、

第
二
案
に
は
「
十
六
年
改
正
議
ノ
委
員
案
末
付
参
事
院
」
、
第
三
案
に
は
「
校

了
」
と
そ
れ
ぞ
れ
表
紙
に
手
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
第
三
案
が
司
法
省
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

太
政
官
に
上
申
さ
れ
た
草
案
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
司
法
省
改
正
案
の
最
大
の
眼
目
は
、
当
初
、
各
種
自
由
刑
の
大
巾
な
刑
期
の

延
長
と
財
産
刑
の
金
額
の
増
加
で
あ
つ
た
．
第
一
案
に
よ
る
と
、
有
期
徒
刑
の

十
二
年
か
ら
十
五
年
（
旧
刑
法
第
一
七
条
）
は
十
六
年
か
ら
二
十
年
に
、
有
期
流



刑
の
十
二
年
か
ら
十
五
年
（
同
前
第
二
〇
条
）
は
十
六
年
か
ら
二
十
年
に
、
重

懲
役
の
九
年
か
ら
十
一
年
（
同
前
第
二
二
条
）
は
十
一
年
か
ら
十
五
年
に
、
重

禁
獄
の
九
年
か
ら
十
一
年
（
同
前
第
二
三
条
）
は
十
一
年
か
ら
十
五
年
に
、
重

軽
禁
鋼
の
十
一
日
か
ら
五
年
（
同
前
第
二
四
条
）
は
十
六
日
か
ら
七
年
に
、
罰

金
の
二
円
以
上
（
同
前
第
二
六
条
）
は
五
円
以
上
に
、
拘
留
の
一
日
以
上
十
日

以
下
（
同
前
第
二
八
条
）
は
一
日
以
上
十
五
日
以
下
に
、
科
料
の
五
銭
以
上
一

円
九
十
五
銭
以
下
（
同
前
第
二
九
条
）
は
十
銭
以
上
十
円
以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ

刑
が
重
く
な
つ
て
い
る
。
井
上
毅
の
書
い
た
山
県
参
議
宛
「
刑
法
改
正
意
見

案
」
の
一
つ
に
「
刑
法
改
正
二
付
司
法
省
意
見
数
十
条
二
有
之
候
処
其
中
最
重

要
ナ
ル
者
荊
期
ノ
増
加
着
之
姦
塁
報
皆
薙
蘇
昇
糖
年
」
と

　
　
　
（
11
）

あ
る
の
は
、
正
に
第
一
案
の
内
容
と
符
合
す
る
．
こ
の
文
書
は
「
五
月
十
四
日
」

の
日
附
が
あ
る
が
、
年
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
そ
れ
を
明
治
十
五
年
と

　
　
　
（
1
2
）

推
定
す
る
．
す
な
わ
ち
、
司
法
省
の
第
一
案
は
、
明
治
十
五
年
五
月
当
時
、
す

で
に
成
稿
し
て
い
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
の
第
一
案
は
、
二
回
に
わ
た
つ
て
修
正
さ
れ
、
第
三
案
が
、
前
に
も
述
べ

た
ご
と
く
内
閣
に
上
申
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
期
は
明
ら
か
で
な

い
。
ま
た
、
そ
の
修
正
の
過
程
に
お
い
て
、
各
種
自
由
刑
の
全
般
的
な
刑
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

延
長
と
、
財
産
刑
の
全
般
的
な
増
額
は
そ
の
影
を
ひ
そ
め
、
改
正
の
重
点
は
専

ら
そ
の
ほ
か
の
逐
条
的
な
修
正
加
除
へ
と
移
つ
た
の
で
あ
る
。

　
司
法
省
か
ら
改
正
案
の
上
申
を
う
け
た
内
閣
は
、
そ
れ
を
参
事
院
へ
下
付
し

て
審
議
せ
し
め
た
が
、
そ
の
下
付
の
年
月
日
も
不
明
で
あ
る
。
参
事
院
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拠
）

法
制
部
が
そ
の
審
案
を
担
当
し
、
部
会
議
に
お
い
て
数
名
の
委
員
を
選
ん
で
調

査
．
修
正
を
加
え
、
そ
れ
を
さ
ら
に
総
会
議
に
付
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
．
調

　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

査
、
修
正
に
当
つ
た
人
々
の
氏
名
は
、
参
事
院
総
会
議
提
出
案
の
冒
頭
に
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
．

　
　
第
三
十
三
号
総
会
議
々
案

　
　
　
　
　
　
刑
法
改
正
ノ
件

　
刑
法
改
正
布
告
案
別
冊
ノ
通
リ
調
査
致
候
此
段
報
告
候
也

　
　
　
明
治
十
六
年
五
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
官
補
　
　
清
浦
　
奎
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
員
外
議
官
補
　
　
名
村
　
泰
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
官
　
　
井
上
　
　
毅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
官
　
　
鶴
田
　
　
皓

　
　
議
長
　
山
県
有
明
殿

　
参
事
院
総
会
議
に
は
、
議
長
、
副
議
長
お
よ
び
全
て
の
議
官
、
議
官
補
が
参

加
す
る
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
．
明
治
十
六
年
五
月
「
官
員
録
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
よ
る
と

　
議
長

　
副
議
長

　
議
官

議
官
補

そ
の
在
職
者
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

山
県
　
有
朋

田
中
不
二
麿

山
尾
庸
三

本
成
美

上
　
毅

渡
　
正
元

馬
屋
原
彰

清
浦
奎
吾

曽
根
荒
助

　
福
羽
美
静
　
　
山
口
尚
芳
　
　
鶴
田
　
皓
　
　
水

安
場
保
和
　
　
渡
辺
　
昇
　
　
蜂
須
賀
茂
翻
　
　
井

中
村
弘
毅
　
　
田
中
光
顕
　
　
尾
崎
三
良

　
西
園
寺
公
望
　
　
小
森
沢
長
政
　
　
岩
崎
小
二
郎

　
周
布
公
平
　
　
股
野
　
琢
　
　
伊
東
巳
代
治

　
長
森
敬
斐
　
　
秋
月
新
太
郎
　
　
田
口
　
恵

　
山
脇
　
玄
　
　
大
森
鐘
一
　
　
本
尾
敬
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
（
一
五
〇
七
）



明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

男
谷
忠
友

落
合
済
三

荒
川
邦
蔵

山
寛
六
郎

伊
東
、

岩
倉
具
定

小
松
原
英
太
郎

岸
本
辰
雄

小
池
靖
一

　
岩
倉
、

　
　
　
　
（
π
）

広
瀬
進
一
　
　
久
保
田
貫
一

　
　
高
田
善
一
　
　
木
下
周
一

黒
田
綱
彦
　
　
広
橋
賢
光
　
　
中

　
こ
の
中
、
　
　
　
西
園
寺
、
　
　
　
広
橋
の
四
議
官
補
は
、
同
年
三
月
、
伊

藤
博
文
に
随
行
し
て
渡
欧
し
て
い
る
の
で
、
会
議
に
参
加
し
な
か
つ
た
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。
そ
の
他
の
欠
席
者
は
わ
か
ら
な
い
．
員
外
議
官
補
の
中
で
司
法

省
か
ら
出
向
し
て
い
た
者
は
、
調
査
委
員
に
加
わ
つ
て
い
る
名
村
泰
蔵
（
司
法

大
書
記
官
）
以
外
に
、
鎌
田
景
弼
（
司
法
権
大
書
記
官
）
と
磯
部
四
郎
（
司
法
少

　
　
　
　
　
（
1
8
）

書
記
官
）
が
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
も
、
当
然
、
総
会
議
に
参
加
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
．

　
総
会
議
が
五
月
十
八
日
以
降
に
開
か
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
審
議
の

日
数
、
修
正
の
経
過
、
決
定
案
上
申
年
月
日
な
ど
、
詳
し
い
こ
と
は
全
く
わ
か

ら
な
い
。
将
来
、
参
事
院
関
係
の
公
文
書
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
の

み
で
あ
る
。

　
参
事
院
か
ら
上
申
し
た
議
決
案
は
、
閣
内
で
廻
覧
に
供
せ
ら
れ
た
模
様
で
あ

る
．
そ
の
こ
と
は
、
参
事
院
議
決
案
の
表
紙
に
「
刑
法
改
正
案
委
員
両
次
ノ
審

査
司
法
省
ノ
意
見
上
申
参
事
院
ノ
決
議
ヲ
経
テ
現
今
内
閣
廻
覧
中
之
件
」
と
朱

書
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。
こ
の
朱
書
き
に
い
う
「
委
員
両
次
ノ

審
査
」
と
あ
る
の
は
、
前
に
述
べ
た
司
法
省
内
に
お
け
る
二
回
に
亘
る
審
査
、

修
正
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
参
事
院
議
決
案
が
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
つ
て
廃
案
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

つ
た
か
に
つ
い
て
も
、
残
念
な
が
ら
徴
す
べ
き
確
実
な
資
料
を
欠
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
（
一
五
〇
八
）

　
参
事
院
総
会
議
提
出
案
並
び
に
参
事
院
議
決
案
の
内
容
の
詳
し
い
検
討
は
、

日
本
近
代
刑
法
学
史
の
一
課
題
と
し
て
専
門
の
刑
法
学
者
に
委
ね
、
こ
こ
で
は

両
草
案
の
内
容
だ
け
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）
　
国
学
院
大
学
図
書
館
「
梧
陰
文
庫
目
録
」
（
昭
和
三
十
八
年
）
・
一
二
四
頁
、

　
一
二
五
頁
．
同
書
の
解
説
で
は
、
本
稿
で
「
参
事
院
総
会
議
提
出
案
」
と
呼
ん

　
で
い
る
も
の
が
「
元
老
院
第
三
三
号
総
会
議
々
案
」
（
傍
点
手
塚
）
と
な
つ
て
い

る
が
（
二
一
四
頁
参
照
）
、
「
元
老
院
」
は
明
ら
か
に
参
事
院
の
誤
り
で
あ
る
。

（
2
）
　
例
え
ば
小
早
川
欣
吾
「
明
治
法
制
史
論
」
公
法
之
部
下
巻
（
昭
和
十
五

年
）
・
一
〇
二
六
頁
、
細
川
亀
市
「
日
本
近
代
法
制
史
」
（
昭
和
三
十
六
年
）
・

　
一
四
六
頁
、
平
野
義
太
郎
「
明
治
刑
法
発
達
史
ー
明
治
維
新
よ
り
現
行
刑
法

　
（
明
治
四
一
年
）
の
成
立
に
い
た
る
ま
で
i
」
・
「
明
治
権
力
の
法
的
構
造
」

　
（
明
治
史
研
究
叢
書
第
二
期
第
輔
巻
）
（
昭
和
三
十
四
年
）
・
叫
九
〇
頁
等
参
照
。

そ
の
ほ
か
、
元
老
院
に
お
け
る
旧
刑
法
の
一
部
修
正
あ
る
い
は
存
廃
論
の
動
向

　
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
元
老
院
内
に
お
け
る
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
復
活
反
対

意
見
書
」
・
本
誌
第
三
四
巻
一
一
号
・
八
五
頁
以
下
参
照
。

（
3
）
　
石
井
良
助
「
明
治
文
化
史
・
法
制
編
」
（
昭
和
二
十
九
年
）
・
四
九
二
頁
。

佐
伯
千
傍
、
小
林
好
信
両
氏
が
「
旧
刑
法
」
は
「
そ
の
施
行
直
後
か
ら
、
早
く

も
刑
法
改
正
の
動
き
が
政
府
部
内
に
起
」
つ
た
が
「
当
初
は
、
改
正
案
の
作
成

　
ま
で
に
は
至
ら
な
か
つ
た
」
（
傍
点
手
塚
）
（
「
刑
法
学
史
」
・
「
日
本
近
代
法
発
達

史
」
第
十
一
巻
・
昭
和
四
十
二
年
・
二
三
六
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
、

　
明
ら
か
に
考
証
の
誤
り
で
あ
る
。

（
4
）
　
高
橋
治
俊
、
小
谷
二
郎
共
編
「
刑
法
沿
革
総
覧
」
（
大
正
十
二
年
）
、
岡
琢

郎
編
「
日
本
近
代
刑
事
法
令
集
」
司
法
資
料
別
冊
第
十
七
号
（
昭
和
二
十
年
）

　
な
ど
に
も
、
旧
刑
法
の
改
正
草
案
は
登
載
さ
れ
て
い
な
い
。

（
5
）
　
小
早
川
・
前
掲
書
・
六
七
九
頁
、
七
一
九
頁
、
「
伊
藤
博
文
伝
」
中
巻
（
大



正
十
二
年
）
・
二
一
七
頁
、
二
三
七
頁
等
参
照
。

（
6
）
　
明
治
十
四
年
十
月
二
十
一
日
・
太
政
官
達
に
よ
る
参
事
院
職
制
、
章
程
に

　
つ
い
て
は
、
「
法
規
分
類
大
全
」
官
職
門
・
官
制
・
太
政
官
内
閣
（
二
）
・
二
八

九
頁
以
下
参
照
．

（
7
）
　
尾
佐
竹
猛
「
日
本
憲
政
史
大
綱
」
下
巻
（
昭
和
十
四
年
）
・
六
五
五
頁
、

鈴
木
安
蔵
「
法
律
史
」
日
本
現
代
史
大
系
・
二
一
四
頁
．

（
8
）
　
前
掲
刑
法
沿
革
綜
覧
に
「
刑
法
ハ
明
治
十
五
年
一
月
ヨ
リ
施
行
セ
ラ
レ
タ

　
レ
ト
モ
、
司
法
省
二
於
テ
ハ
既
二
同
年
中
刑
法
改
正
ノ
議
ヲ
唱
へ
或
ハ
全
般
二

渉
ル
改
正
或
ハ
一
部
二
止
マ
ル
改
正
ヲ
企
画
シ
タ
レ
ト
モ
其
成
立
ヲ
見
ル
ニ
至

　
ラ
ス
」
（
緒
言
・
六
頁
）
と
あ
る
．

（
9
）
　
明
治
十
四
年
十
一
月
二
十
八
日
・
司
法
省
達
に
よ
る
と
、
第
八
局
が
「
法

　
律
規
則
ノ
増
補
改
正
二
関
シ
之
ヲ
調
査
ス
ル
ヲ
掌
」
つ
て
い
る
（
前
掲
法
規
分

　
類
大
全
・
官
職
門
・
官
制
・
司
法
省
（
一
）
）
・
三
三
九
頁
．

（
1
0
）
　
「
梧
陰
文
庫
」
の
整
理
番
号
切
一
ゆ
ト
。
o
。
の
　
「
刑
法
改
正
案
」
が
第
一
案
、

　
ω
一
〇
曽
の
「
刑
法
改
正
案
」
が
第
二
案
、
閃
一
〇
b
。
①
の
「
刑
法
改
正
案
」
が
第

　
三
案
で
あ
る
（
前
掲
文
庫
目
録
・
一
二
四
頁
）
。

（
1
1
×
1
2
）
　
「
井
上
毅
伝
・
史
料
篇
第
『
　
（
昭
和
四
十
『
年
）
・
三
四
二
頁
。
こ

　
の
意
見
書
は
、
各
種
自
由
刑
の
全
般
的
な
刑
期
延
長
に
反
対
し
、
併
せ
て
「
公

　
務
ヲ
行
フ
ヲ
拒
ム
罪
」
（
旧
刑
法
第
二
篇
第
三
章
第
九
節
）
の
中
に
「
司
法
省
ノ

　
未
タ
注
意
ヲ
経
ザ
ル
」
「
人
ヲ
教
唆
証
惑
シ
テ
租
税
及
兵
役
ノ
義
務
ヲ
拒
マ
シ
ム

　
ル
者
ハ
三
月
以
上
三
年
以
下
ノ
重
禁
銅
二
処
ス
」
の
一
力
条
の
追
加
を
、
閣
議

　
決
定
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
掲
井
上
伝
の
編
者
は
．
そ
の
意
見

　
書
の
中
に
「
刑
法
之
改
正
ハ
実
施
一
年
ヲ
経
テ
云
々
」
の
文
言
が
あ
る
と
こ
ろ

　
か
ら
、
そ
の
日
附
「
五
月
十
四
日
」
を
「
明
治
十
六
年
」
と
推
定
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
明
治
十
六
年
五
月
の
時
点
で
は
、
す
で
に
参
事
院
総
会
議
提
出
案
も

　
成
稿
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
草
案
で
は
、
司
法
省
の
第
二
案
ま
で
に
み
ら
れ

明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

た
各
種
自
由
刑
の
全
般
的
刑
期
延
長
の
件
は
．
全
く
消
え
去
つ
て
い
る
。
し
た

が
つ
て
そ
の
時
期
に
、
井
上
が
刑
期
延
長
に
関
す
る
反
対
論
を
述
べ
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。
そ
れ
が
た
め
、
私
は
本
文
で
述
べ
た
ご
と
く
、
こ
の
意
見
書
の

日
附
「
五
月
十
四
日
」
は
、
明
治
十
五
年
の
も
の
と
推
定
す
る
。
「
刑
法
之
改

正
ハ
実
施
一
年
ヲ
経
テ
云
々
」
の
意
味
は
、
改
正
案
の
布
告
が
明
治
十
六
年
以

降
と
判
断
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
井
上
の
提
案
し
た
前

掲
追
加
条
文
は
、
参
事
院
総
会
議
提
出
案
に
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
参
事
院
議

決
案
で
は
、
追
加
第
四
条
に
「
人
ヲ
教
唆
シ
テ
納
税
又
ハ
兵
役
ヲ
拒
マ
シ
メ
タ

　
ル
者
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金

　
ヲ
附
加
ス
」
と
あ
り
、
井
上
の
提
案
が
、
法
定
刑
が
軽
く
な
つ
て
い
る
こ
と
を

　
除
い
て
は
、
実
現
し
て
い
る
。

（
1
3
）
　
各
種
自
由
刑
の
全
般
的
刑
期
延
長
、
財
産
刑
の
金
額
の
大
巾
な
増
加
は
、

司
法
省
第
三
案
以
降
、
全
く
消
え
去
り
、
そ
の
後
の
草
案
に
も
み
え
て
い
な

　
い
。
司
法
省
第
三
案
（
註
1
0
・
参
照
）
の
当
該
個
所
（
旧
刑
法
第
十
七
条
ー

第
三
十
条
）
に
は
活
字
に
よ
る
修
正
の
み
な
ら
ず
、
書
き
込
み
に
よ
る
修
正
、
再

修
正
の
跡
が
生
々
し
く
残
つ
て
お
り
、
論
議
紛
料
の
模
様
を
物
語
つ
て
い
る
。

（
M
）
　
法
制
部
長
は
議
宮
水
本
成
美
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
．
確
証
を
欠
く
。

参
事
院
議
官
時
代
の
水
本
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
治
法
制
史
上
に
於
け
る
水

　
本
成
美
」
・
尾
佐
竹
猛
編
「
明
治
文
化
の
新
研
究
」
・
昭
和
十
九
年
・
三
六
一
頁

以
下
参
照
。

（
1
5
）
　
こ
の
鶴
田
、
井
上
両
議
官
と
、
清
浦
議
官
補
が
、
法
制
部
に
配
属
さ
れ
て
い

　
た
人
で
あ
つ
た
こ
と
は
確
実
と
み
て
い
い
。
そ
れ
以
外
に
配
属
者
が
い
た
か
ど

　
う
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
議
官
補
は
、
清
浦
以
外
に
も
数
名
い
た

　
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
．
部
長
以
下
そ
れ
ら
の
人
も
ふ
く

　
む
法
制
部
「
部
会
議
」
に
お
い
て
、
司
法
省
上
申
の
刑
法
改
正
案
を
審
査
し
た

　
際
、
と
く
に
上
記
三
名
と
名
村
員
外
議
官
補
を
小
委
員
に
選
び
、
調
査
、
修
正

六
三

（
一
五
〇
九
）



　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

に
当
ら
せ
た
と
み
て
い
い
．
員
外
議
官
補
は
、
常
時
、
各
部
に
配
属
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
司
法
省
か
ら
出
向
し
て
い
た
名
村
（
司
法
大
書
記
官
）

　　　ハ　　ハ　　　

撃馨琶導席は

審
査
案
が
司
法
省
上
申
案
な
る
が
故
に
、
と
く
に
法
制
部
の
会
議
に
列

そ
し
て
ま
た
小
委
員
に
も
選
ば
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

明
治
十
六
年
五
月
「
官
員
録
」
・
十
二
枚
表
－
十
三
枚
裏
。

前
掲
伊
藤
博
文
伝
・
中
巻
・
二
六
三
頁
．

前
掲
官
員
録
・
十
四
枚
表
裏
。

明
治
二
十
年
二
月
十
一
日
・
高
知
日
報
は
、
そ
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
報

じ
て
い
る
。

　
　
刑
法
改
正
案
－

－
政
府
に
於
て
最
初
此
改
正
の
議
あ
り
た
る
は
去
る
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
（
一
五
一
〇
）

十
六
年
中
の
こ
と
に
し
て
当
時
寺
島
宗
則
井
上
毅
其
他
の
数
氏
を
特
撰
し
て

改
正
委
員
と
為
し
其
調
査
に
着
手
せ
し
め
ら
れ
し
が
翌
十
七
年
七
月
中
全
く

右
改
正
案
の
編
纂
終
り
た
る
を
以
て
現
行
刑
法
の
起
草
者
た
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
氏
に
之
を
示
し
て
其
意
見
を
間
は
れ
し
処
氏
は
大
に
不
同
意
を
唱
へ
此
改

正
案
の
成
文
は
将
来
日
本
の
独
立
を
維
持
す
る
の
点
に
於
て
頗
ぶ
る
障
害
を

与
ふ
る
も
の
な
り
と
て
痛
く
之
を
排
撃
せ
し
か
ぽ
其
筋
に
て
も
尚
評
議
の
末

更
に
同
氏
と
ア
ッ
ペ
ー
ル
氏
と
に
其
の
修
正
を
命
ぜ
ら
れ
爾
来
同
氏
は
専
ら

其
取
調
に
従
事
し
云
々

一
説
と
し
て
あ
げ
て
お
く
。

○

前
註

（
1
）
　
両
草
案
共
に
、
旧
刑
法
の
修
正
加
除
の
形
態
を
採
つ
て
い
る
か
ら
、
旧
刑
法
の
条
文
と
対
照
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
内
容
が
つ
か
め
な
い
。
そ
れ
が
た
め
、
本
稿
で
は
、

　
上
段
に
旧
刑
法
の
関
係
条
文
を
掲
げ
、
中
段
に
参
事
院
総
会
議
提
出
案
、
下
段
に
参
事
院
議
決
案
を
掲
げ
た
。

（
2
）
　
両
草
案
共
に
、
一
応
そ
の
ま
ま
公
布
で
き
る
ス
タ
イ
ル
に
な
つ
て
い
る
が
、
現
在
に
お
け
る
一
部
修
正
法
律
の
「
と
け
こ
み
方
式
」
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
こ
と
を

　
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
方
式
で
は
、
あ
た
ら
し
い
追
加
条
文
が
、
第
O
O
条
の
二
、
第
O
O
条
の
三
…
…
と
い
う
形
で
、
第
○
○
条
の
次
へ
挿
入
さ

　
れ
る
の
に
反
し
、
両
草
案
で
は
、
追
加
条
文
だ
け
独
立
の
番
号
を
附
さ
れ
て
、
所
定
の
個
所
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
議
決
案
で
は
追
加
第
○
条
と
な
つ
て
い
る

　
か
ら
、
追
加
の
条
文
で
あ
る
こ
と
が
は
つ
ぎ
り
す
る
が
、
総
会
議
提
出
案
で
は
、
追
加
の
文
字
が
な
い
の
で
、
同
じ
番
号
の
条
文
が
二
つ
で
き
る
。
こ
れ
で
は
、
た
だ
条
数
だ

　
け
を
い
5
場
合
、
元
の
条
文
か
追
加
の
条
文
か
、
区
別
で
き
な
い
欠
陥
が
あ
る
。

（
3
）
　
両
草
案
に
用
い
ら
れ
て
い
る
■
は
、
コ
ト
に
改
め
、
議
決
案
に
用
い
ら
れ
て
い
る
潟
は
、
得
に
改
め
た
。

（
4
）
　
（
）
の
中
の
文
字
は
、
す
べ
て
手
塚
の
註
記
で
あ
る
。



　
明
治
十
五
年
刑
法

（
明
治
十
三
年
七
月
太
政
官
布
告
第
三
十
六
号
）

第
十
七
条
第
一
項
　
徒
刑
ハ
無
期
有
期
ヲ
分
タ
ス

　
島
地
二
発
遣
シ
定
役
二
服
ス

第
十
八
条
　
徒
刑
ノ
婦
女
ハ
島
地
二
発
遣
セ
ス
内

　
地
ノ
懲
役
場
二
於
テ
定
役
二
服
ス

第
二
十
条
第
一
項
流
刑
ハ
無
期
有
期
ヲ
分
タ
ス

　
島
地
ノ
獄
二
幽
閉
シ
定
役
二
服
セ
ス

第
二
十
一
条
無
期
流
刑
ノ
囚
五
年
ヲ
経
過
ス
レ

　
ハ
行
政
ノ
処
分
ヲ
以
テ
幽
閉
ヲ
免
シ
島
地
二
於

　
テ
地
ヲ
限
リ
居
住
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

　
有
期
流
刑
ノ
囚
三
年
ヲ
経
過
ス
ル
者
亦
同
シ

第
二
十
七
条
第
一
項
罰
金
ハ
裁
判
確
定
ノ
日
ヨ

　
リ
一
月
以
内
二
納
完
セ
シ
ム
若
シ
限
内
納
完
セ

　
サ
ル
者
ハ
一
円
ヲ
一
日
二
折
算
シ
之
ヲ
軽
禁
鋼

　
二
換
フ
其
一
円
二
満
サ
ル
者
ト
難
モ
価
ホ
一
日

　
二
計
算
ス

第
三
十
六
条
　
流
刑
ノ
囚
幽
閉
ヲ
免
セ
ラ
レ
タ
ル

　
時
ハ
行
政
ノ
処
分
ヲ
以
テ
治
産
ノ
禁
ノ
幾
分
ヲ

　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

　
　
（
参
事
院
総
会
議
提
出
案
）

明
治
十
三
年
七
月
第
三
十
六
号
布
告
刑
法
中
左
ノ

通
改
正
加
除
ス

第
十
七
条
第
一
項
　
徒
刑
ハ
無
期
有
期
ヲ
分
タ
ス

　
政
府
ヨ
リ
定
ム
ル
所
ノ
地
二
発
遣
シ
定
役
二
服

　
ス

第
十
八
条
　
削
除

第
二
十
条
中
「
島
地
」

第
二
十
一
条
削
除

ヲ
「
流
地
」
ト
改
ム

第
二
十
七
条
第
一
項
　
罰
金
ハ
裁
判
確
定
ノ
日
ヨ

　
リ
一
月
内
二
納
完
セ
シ
ム
若
シ
資
力
ナ
ク
シ
テ

　
限
内
納
完
セ
サ
ル
者
ハ
一
円
ヲ
一
日
二
折
算
シ

　
之
ヲ
軽
禁
鋼
二
換
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
其
｝
円
二
満

　
サ
ル
者
ト
難
モ
傍
ホ
一
日
二
計
算
ス

第
三
十
六
条
　
削
除

　
　
（
参
事
院
議
決
案
）

明
治
十
三
年
七
月
第
三
十
六
号
布
告
刑
法
中
左
ノ

通
改
正
加
除
ス

第
十
七
条
第
一
項
　
徒
刑
ハ
無
期
有
期
ヲ
分
タ
ス

　
政
府
ヨ
リ
定
ム
ル
所
ノ
地
二
発
遣
シ
定
役
二
服

　
ス

第
十
八
条
　
削
除

第
二
十
条
第
一
項
　
流
刑
ハ
無
期
有
期
ヲ
分
タ
ス

　
政
府
ヨ
リ
定
ム
ル
所
ノ
地
ノ
獄

　
二
服
セ
ス

第
二
十
一
条
　
削
除

二
幽
閉
シ
定
役

第　　　　第
三サ之限リニ
十ルヲ内一十
六者軽納月七
条ト禁完内条
　錐鋼セニ第
削モニサ納一
除の換ル完項
　ホフ者セ
　ールハシ罰
　日コーム金
　ニト円若ハ
　計ヲヲシ裁
　算得一資判
　ス其日力確
　　一ニナ定
　　円折クノ
　　ニ算シ日
　　満シテヨ

六
五
　
　
（
一
五
一
一
）



　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

　
免
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
九
条
　
死
刑
及
ヒ
無
期
刑
ノ
期
満
免
除
ヲ

　
得
タ
ル
者
ハ
別
二
宣
告
ヲ
用
ヒ
ス
五
年
間
監
視

　
二
付
ス

第
四
十
二
条
　
附
加
ノ
罰
金
ハ
之
ヲ
宣
告
ス
若
シ

　
一
月
内
二
納
完
セ
サ
ル
時
ハ
第
二
十
七
条
ノ
例

　
二
照
シ
軽
禁
鋼
二
換
へ
主
刑
満
限
ノ
後
之
ヲ
執

　
行
ス

第
五
十
三
条
　
重
罪
軽
罪
ノ
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル

　
者
獄
則
ヲ
謹
守
シ
俊
改
ノ
状
ア
ル
時
ハ
其
刑
期

　
四
分
ノ
三
ヲ
経
過
ス
ル
ノ
後
行
政
ノ
処
分
ヲ
以

　
テ
仮
二
出
獄
ヲ
許
ス
コ
ト
ヲ
得

　
無
期
徒
刑
ノ
囚
ハ
十
五
年
ヲ
経
過
ス
ル
ノ
後
亦

　
同
シ

　
流
刑
ノ
囚
ハ
第
二
十
一
条
二
照
シ
幽
閉
ヲ
免
ス

　
ル
ノ
外
仮
出
獄
ノ
例
ヲ
用
ヒ
ス

第
五
十
四
条
　
徒
刑
ノ
囚
ハ
仮
出
獄
ヲ
許
サ
ル
・

　
ト
錐
モ
の
ホ
島
地
二
居
住
セ
シ
ム

第
五
十
六
条
　
仮
出
獄
中
更
二
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
シ

　
タ
ル
者
ハ
直
チ
ニ
出
獄
ヲ
停
止
シ
出
獄
中
ノ
日

　
数
ハ
刑
期
二
算
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
五
十
七
条
　
刑
期
限
内
更
二
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
シ

第
三
十
九
条
へ
左
ノ
十
七
字
ヲ
追
加
ス

　
其
特
赦
二
因
テ
主
刑
ヲ
免
シ
タ
ル
者
亦
同
シ

第
四
十
二
条
附
加
ノ
罰
金
ハ
之
ヲ
宣
告
ス
若
シ

　
一
月
内
二
納
完
セ
サ
ル
時
ハ
第
二
十
七
条
ノ
例

　
二
照
シ
之
ヲ
軽
禁
鋼
二
換
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
但
主

　
刑
満
限
ノ
後
之
ヲ
執
行
ス

第
五
十
三
条
中
無
期
徒
刑
ノ
下
へ
「
及
ヒ
無
期
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
ノ
誤
リ
）

　
刑
」
ノ
六
字
ヲ
加
へ
第
二
項
ヲ
削
除
ス

第
五
十
四
条
中
徒
刑
ノ
下
へ
「
流
刑
」
ノ
ニ
字
ヲ

　
加
へ
「
島
地
」
ヲ
「
其
地
」
ト
改
ム

第
五
十
六
条
第
五
十
七
条
中
更
ニ
ノ
下
「
重
罪
軽

　
罪
」
ヲ
「
禁
鋼
以
上
ノ
刑
二
該
ル
可
キ
罪
」
ト

　
改
ム

六
六
　

ハ
一
五
一
二
）

第
三
十
九
条
二
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

　
其
特
赦
二
因
テ
主
刑
ヲ
免
セ
ラ
レ
タ
ル
者
亦
同

　
シ

第
四
十
二
条
　
附
加
ノ
罰
金
ハ
之
ヲ
宣
告
ス
若
シ

　
資
力
ナ
ク
シ
テ
一
月
内
二
納
完
セ
サ
ル
時
ハ
第

　
二
十
七
条
ノ
例
二
照
シ
之
ヲ
軽
禁
鋼
二
換
フ
ル

　
コ
ト
ヲ
得
但
主
刑
満
限
ノ
後
之
ヲ
執
行
ス

第
五
十
三
条
第
二
項
　
無
期
徒
刑
無
期
流
刑
ノ
囚

　
ハ
十
五
年
ヲ
経
過
ス
ル
ノ
後
亦
同
シ

第
五
十
三
条
第
三
項
　
削
除

第
五
十
四
条
　
徒
刑
流
刑
ノ
囚
ハ
仮
出
獄
ヲ
許
サ

　
ル
・
ト
錐
モ
伽
ホ
其
地
二
居
住
セ
シ
ム

第
五
十
六
条
　
仮
出
獄
中
更
二
禁
鋼
以
上
ノ
刑
二

　
該
ル
可
キ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
直
チ
ニ
出
獄
ヲ

　
停
止
シ
出
獄
中
ノ
日
数
ハ
刑
期
二
算
入
ス
ル
コ

　
ト
ヲ
得
ス

第
五
十
七
条
　
刑
期
限
内
更
二
禁
鋼
以
上
ノ
刑
二



タ
ル
者
ハ
仮
出
獄
ヲ
許
サ
ス

第
六
十
三
条
　
公
権
ヲ
剥
奪
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
主

　
刑
ノ
終
リ
タ
ル
日
ヨ
リ
五
年
ヲ
経
過
ス
ル
ノ
後

　
其
情
状
二
囚
リ
将
来
ノ
公
権
ヲ
復
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
得

　
主
刑
ノ
期
満
免
除
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
監
視
二
付
シ

　
タ
ル
日
ヨ
リ
五
年
ヲ
経
過
ス
ル
ノ
後
亦
同
シ

第
六
十
六
条
　
法
律
二
於
テ
刑
ヲ
加
重
減
軽
ス
可

　
キ
時
ハ
後
ノ
数
条
二
記
載
シ
タ
ル
例
二
照
シ
テ

　
加
減
ス
但
加
ヘ
テ
死
刑
二
入
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
六
十
八
条
　
国
事
二
関
ス
ル
重
罪
ノ
刑
ハ
左
ノ

　
等
級
二
照
シ
テ
加
減
ス

一二三四五
第
七
十
五
条

　
其
意
二
非
サ
ル
ノ
所
為
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス

　
天
災
又
ハ
意
外
ノ
変
二
因
リ
避
ク
可
カ
ラ
サ
ル

　
危
難
二
遇
ヒ
自
己
若
ク
ハ
親
属
ノ
身
体
ヲ
防
衛

　
ス
ル
ニ
出
タ
ル
所
為
亦
同
シ

　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

死
刑

無
期
流
刑

有
期
流
刑

重
禁
獄

軽
禁
獄

　
　
　
抗
拒
ス
可
カ
ラ
サ
ル
強
制
二
遇
ヒ

第
六
十
六
条
但
書
　
但
第
九
十
一
条
第
二
項
ヲ
除

　
ク
ノ
外
加
ヘ
テ
死
刑
二
入
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
六
十
八
条
中
国
事
ノ
下
へ

　
字
ヲ
加
フ

第
七
十
五
条
　
削
除

「
及
ヒ
外
国
」
ノ
四

　
該
ル
可
キ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
仮
出
獄
ヲ
許
サ

　
ス

第
六
十
三
条
第
二
項
　
主
刑
ノ
期
満
免
除
ヲ
得
タ

　
ル
者
及
ヒ
特
赦
二
因
テ
主
刑
ヲ
免
セ
ラ
レ
タ
ル

　
者
ハ
監
視
二
付
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
五
年
ヲ
経
過
ス

　
ル
ノ
後
亦
同
シ

第
六
十
六
条
但
書
　
但
第
九
十
一
条
第
二
項
ヲ
除

　
ク
ノ
外
加
ヘ
テ
死
刑
二
入
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
六
十
八
条
初
項
　
謀
反
謀
叛
及
ヒ
外
交
ヲ
妨
害

　
ス
ル
重
罪
ノ
刑
ハ
左
ノ
等
級
二
照
シ
テ
加
減
ス

第
七
十
五
条
　
削
除

六
七
　

（
一
五
一
三
）



　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

第
七
十
九
条
　
罪
ヲ
犯
ス
時
十
二
歳
二
満
サ
ル
者

　
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス
但
満
八
歳
以
上
ノ
者
ハ
情
状

　
二
因
リ
満
十
六
歳
二
過
キ
サ
ル
時
間
之
ヲ
懲
治

　
場
二
留
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
十
条
　
罪
ヲ
犯
ス
時
満
十
二
歳
以
上
十
六
歳

　
二
満
サ
ル
者
ハ
其
所
為
是
非
ヲ
弁
別
シ
タ
ル
ト

　
否
ト
ヲ
審
案
シ
弁
別
ナ
ク
シ
テ
犯
シ
タ
ル
時
ハ

　
其
罪
ヲ
論
セ
ス
但
情
状
二
因
リ
満
二
十
歳
二
過

　
キ
サ
ル
時
間
之
ヲ
懲
治
場
二
留
置
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
得

　
若
シ
弁
別
ア
リ
テ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
其
罪
ヲ
宥
恕

　
シ
テ
本
刑
二
二
等
ヲ
減
ス

第
八
十
一
条
　
罪
ヲ
犯
ス
時
満
十
六
歳
以
上
二
十

　
歳
二
満
サ
ル
者
ハ
其
罪
ヲ
宥
恕
シ
テ
本
刑
二
一

　
等
ヲ
減
ス

第
八
十
二
条
漕
唖
者
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
其
罪

　
ヲ
論
セ
ス
但
情
状
二
因
リ
五
年
二
過
キ
サ
ル
時

　
間
之
ヲ
懲
治
場
二
留
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
十
三
条
　
違
警
罪
ハ
満
十
六
歳
以
上
二
十
歳

　
二
満
サ
ル
者
ト
難
モ
其
罪
ヲ
宥
恕
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
得
ス

　
満
十
二
歳
以
上
十
六
歳
二
満
サ
ル
者
ハ
其
罪
ヲ

第
七
十
九
条
中
「
十
二
歳
」

ヲ
「
十
歳
」
ト
改
ム

第
八
十
条
中
「
十
二
歳
以
上
十
六
歳
」
ヲ

　
以
上
十
四
歳
」
ト
改
メ
本
刑
ニ
ノ
下
へ

　
又
ハ
」
ノ
四
字
ヲ
加
フ

第
八
十
一
条
　
削
除

第
八
十
二
条
中
痔
唖
者
ノ
下
ヘ

　
ス
シ
テ
」
ノ
九
字
ヲ
加
フ

ヨ　 　て

一十
等歳

「
是
非
ヲ
弁
別
セ

第
八
十
三
条
　
違
警
罪
ハ
満
十
歳
以
上
十
四
歳
二

　
満
サ
ル
者
ト
錐
モ
其
罪
ヲ
宥
恕
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
ス

　
十
歳
二
満
サ
ル
者
及
ヒ
漕
唖
者
ハ
其
罪
ヲ
論
セ

　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
（
一
五
一
四
）

第
七
十
九
条
　
罪
ヲ
犯
ス
時
十
歳
二
満
サ
ル
者
ハ

　
其
罪
ヲ
論
セ
ス
但
満
八
歳
以
上
ノ
者
ハ
情
状
二

　
因
リ
満
十
六
歳
二
過
キ
サ
ル
時
間
之
ヲ
懲
治
場

　
二
留
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
十
条
　
罪
ヲ
犯
ス
時
満
十
歳
以
上
十
四
歳
二

　
満
サ
ル
者
ハ
其
所
為
是
非
ヲ
弁
別
シ
タ
ル
ト
否

　
ト
ヲ
審
案
シ
弁
別
ナ
ク
シ
テ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
其

　
罪
ヲ
論
セ
ス
但
情
状
二
因
リ
満
二
十
歳
二
過
キ

　
サ
ル
時
間
之
ヲ
懲
治
場
二
留
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
若
シ
弁
別
ア
リ
テ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
其
罪
ヲ
宥
恕

　
シ
テ
本
刑
一
二
等
又
ハ
ニ
等
ヲ
減
ス

第
八
十
一
条
　
削
除

第
八
十
二
条
瘡
唖
者
是
非
ヲ
弁
別
セ
ス
シ
テ
罪

　
ヲ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス
但
情
状
二
因

　
リ
五
年
二
過
キ
サ
ル
時
間
之
ヲ
懲
治
場
二
留
置

　
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
十
三
条
　
違
警
罪
ハ
満
十
歳
以
上
十
四
歳
二

　
満
サ
ル
者
ト
難
モ
其
罪
ヲ
宥
恕
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
ス

　
十
歳
二
満
サ
ル
者
及
ヒ
瘡
唖
者
ハ
其
罪
ヲ
論
セ



　
宥
恕
シ
テ
本
刑
二
哨
等
ヲ
減
ス
十
二
歳
二
満
サ

　
ル
者
及
ヒ
漕
唖
者
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス

第
八
十
五
条
　
罪
ヲ
犯
シ
事
未
タ
発
覚
セ
サ
ル
前

　
二
於
テ
官
二
自
首
シ
タ
ル
者
ハ
本
刑
凧
二
等
ヲ

　
減
ス
但
謀
殺
故
殺
二
係
ル
者
ハ
自
首
減
軽
ノ
限

　
二
在
ラ
ス

第
八
十
七
条
財
産
二
対
ス
ル
罪
ヲ
犯
シ
被
害
者

　
二
首
服
シ
タ
ル
者
ハ
官
二
自
首
ス
ル
ト
同
ク
前

　
二
条
ノ
例
二
照
シ
テ
処
断
ス

第
九
十
一
条
　
先
二
重
罪
ノ
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル

　
者
再
犯
重
罪
二
該
ル
時
ハ
本
刑
二
一
等
ヲ
加
フ

第
九
十
八
条
　
三
犯
以
上
ノ
者
ト
難
モ
其
加
重
ノ

　
法
ハ
再
犯
ノ
例
二
同
シ

第
百
条
　
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
シ
未
タ
判
決
ヲ
経
ス
ニ

　
罪
以
上
倶
二
発
シ
タ
ル
時
ハ
一
ノ
重
キ
ニ
従
テ

　
処
断
ス

　
重
罪
ノ
刑
ハ
刑
期
ノ
長
キ
者
ヲ
以
テ
重
ト
為
シ

　
刑
期
ノ
等
シ
キ
者
ハ
定
役
ア
ル
者
ヲ
以
テ
重
ト

　
為
ス

　
軽
罪
ノ
刑
ハ
其
所
犯
情
状
最
重
キ
者
二
従
テ
処

　
断
ス

　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

ス
第
八
十
五
条
但
書
　
但
過
失
殺
ヲ
除
ク
ノ
外
人
ヲ

　
死
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
自
首
減
軽
ノ
限
二
在
ラ
ス

第
八
十
七
条
ノ
次
へ
左
ノ
嚇
条
ヲ
増
加
ス

　
第
一
条
自
首
ス
ト
錐
モ
未
タ
判
決
ヲ
受
ケ
ス

　
シ
テ
逃
走
シ
タ
ル
者
ハ
減
軽
ノ
限
二
在
ラ
ス

第
九
十
一
条
へ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

　
（
ま
ま
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
無
期
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
再
犯
無
期
刑
二
該

　
ル
時
ハ
加
ヘ
テ
死
刑
二
入
ル

第
九
十
八
条
へ
但
書
ヲ
加
フ

　
但
盗
罪
三
犯
以
上
二
係
ル
者
ハ
ニ
等
ヲ
加
フ

第
百
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
第
二
条
禁
鋼
二
該
ル
罪
ト
罰
金
二
該
ル
罪
ト

　
　
倶
二
発
シ
タ
ル
時
ハ
各
其
刑
ヲ
科
ス

ス
第
八
十
五
条
但
書
　
但
過
失
殺
ヲ
除
ク
ノ
外
人
ヲ

　
死
二
致
シ
タ
ル
者
及
ヒ
放
火
強
姦
強
盗
人
ヲ
殺

　
傷
シ
タ
ル
者
ハ
自
首
減
軽
ノ
限
二
在
ラ
ス

第
八
十
七
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
追
加
第
一
条
　
自
首
ス
ト
錐
モ
未
タ
判
決
ヲ
受

　
ケ
ス
シ
テ
逃
走
シ
タ
ル
者
ハ
減
軽
ノ
限
二
在
ラ

　
ス

第
九
十
一
条
ぺ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

　
（
ま
ま
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
無
期
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
再
犯
無
期
刑
二
該

　
ル
時
ハ
加
ヘ
テ
死
刑
二
入
ル

第
九
十
八
条
へ
左
ノ
但
書
ヲ
加
フ

　
但
盗
罪
三
犯
以
上
二
係
ル
者
ハ
ニ
等
ヲ
加
フ

六
九
　
　
（
一
五
一
五
）



　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

第
百
二
条
　
一
罪
前
二
発
シ
已
二
判
決
ヲ
経
テ
余

　
罪
後
二
発
シ
其
軽
ク
若
ク
ハ
等
シ
キ
者
ハ
之
ヲ

　
論
セ
ス
其
重
キ
者
ハ
更
二
之
ヲ
論
シ
前
発
ノ
刑

　
ヲ
以
テ
後
発
ノ
刑
二
通
算
ス
但
前
発
ノ
刑
罰
金

　
科
料
二
該
リ
已
二
納
完
シ
タ
ル
者
ハ
第
二
十
七

　
条
ノ
例
二
照
シ
折
算
シ
テ
後
発
ノ
刑
期
二
通
算

　
ス

　
若
シ
前
発
ノ
罪
ヲ
判
決
ス
ル
時
未
タ
発
セ
サ
ル

　
罪
再
犯
ノ
罪
ト
倶
二
発
シ
タ
ル
者
ハ
其
再
犯
ト

　
比
較
シ
一
ノ
重
キ
ニ
従
ヒ
前
発
ノ
刑
ヲ
通
算
セ

　
ス

第
百
三
条
数
罪
倶
二
発
シ
一
ノ
重
キ
ニ
従
フ
時

　
ト
難
モ
其
没
収
及
ヒ
徴
償
ノ
処
分
ハ
各
本
法
二

　
従
フ

第
百
五
条
　
人
ヲ
教
唆
シ
テ
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
サ
シ

　
メ
タ
ル
者
ハ
亦
正
犯
ト
為
ス

第
百
六
条
　
正
犯
ノ
身
分
二
因
リ
別
二
刑
ヲ
加
重

　
ス
可
キ
時
ハ
他
ノ
正
犯
従
犯
及
ヒ
教
唆
者
二
及

第
百
二
条
　
一
罪
前
二
発
シ
已
二
判
決
ヲ
経
テ
余

　
罪
後
二
発
シ
其
軽
ク
若
ク
ハ
等
シ
キ
者
ハ
其
刑

　
ヲ
科
セ
ス
其
重
キ
者
ハ
更
二
之
ヲ
科
シ
前
発
ノ

　
刑
ヲ
以
テ
後
発
ノ
刑
二
通
算
ス

　
若
シ
前
発
ノ
罪
ヲ
判
決
ス
ル
時
未
タ
発
セ
サ
ル

　
罪
再
犯
ノ
罪
ト
倶
二
発
シ
タ
ル
者
ハ
其
再
犯
ト

　
比
較
シ
一
ノ
重
キ
ニ
従
ヒ
前
発
ノ
刑
ヲ
通
算
セ

　
ス
但
前
発
及
ヒ
後
発
ノ
刑
共
二
再
犯
ノ
刑
ヨ
リ

　
重
キ
時
ハ
後
発
ノ
刑
ハ
前
項
ノ
例
二
照
シ
テ
処

　
断
シ
再
犯
ノ
刑
ハ
別
二
之
ヲ
科
ス

第
百
三
条
中
其
ノ
下
へ
「
監
視
」
ノ
ニ
字
ヲ
加
フ

第
百
五
条
　
詐
欺
脅
迫
贈
与
結
約
威
権
其
他
ノ
方

　
法
ヲ
以
テ
人
ヲ
教
唆
シ
テ
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
サ
シ

　
メ
タ
ル
者
ハ
亦
正
犯
ト
為
ス

　
文
書
ヲ
公
布
シ
若
ク
ハ
公
然
ノ
演
説
ヲ
以
テ
人

　
ヲ
教
唆
シ
テ
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
サ
シ
メ
タ
ル
者
亦

　
同
シ

第
百
六
条
中
加
重
ノ
下
へ
「
シ
又
ハ
減
免
」
ノ
五

　
字
ヲ
加
フ

　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
（
一
五
一
六
）

第
百
二
条
　
一
罪
前
二
発
シ
已
二
判
決
ヲ
経
テ
余

　
罪
後
二
発
シ
其
軽
ク
若
ク
ハ
等
シ
キ
者
ハ
其
刑

　
ヲ
科
セ
ス
其
重
キ
者
ハ
更
二
之
ヲ
科
シ
前
発
ノ

　
刑
ヲ
以
テ
後
発
ノ
刑
二
通
算
ス
但
前
発
ノ
刑
罰

　
金
科
料
二
該
リ
已
二
納
完
シ
タ
ル
者
ハ
第
二
十

　
七
条
ノ
例
二
照
シ
折
算
シ
テ
後
発
ノ
刑
期
二
通

　
算
ス
若
シ
前
発
ノ
罪
ヲ
判
決
ス
ル
時
未
タ
発
セ

　
サ
ル
罪
再
犯
ノ
罪
ト
倶
二
発
シ
タ
ル
者
ハ
其
再

　
犯
ト
比
較
シ
一
ノ
重
キ
ニ
従
ヒ
前
発
ノ
刑
ヲ
通

　
算
セ
ス
但
前
発
及
ヒ
後
発
ノ
刑
共
二
再
犯
ノ
刑

　
ヨ
リ
重
キ
時
ハ
後
発
ノ
刑
ハ
前
項
ノ
例
二
照
シ

　
テ
処
断
シ
再
犯
ノ
刑
ハ
別
二
之
ヲ
科
ス



　
ホ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

第
百
十
条
　
身
分
二
因
リ
刑
ヲ
加
重
ス
可
キ
者
従

　
犯
ト
為
ル
時
ハ
其
重
キ
ニ
従
テ
一
等
ヲ
減
ス

　
正
犯
ノ
身
分
二
因
リ
刑
ヲ
減
免
ス
可
キ
時
ト
錐

　
モ
従
犯
ノ
刑
ハ
其
軽
キ
ニ
従
テ
減
免
ス
ル
コ
ト

　
ヲ
得
ス

　
　
　
　
第
十
章
　
親
属
例

第
百
十
四
条
　
此
刑
法
二
於
テ
親
属
ト
称
ス
ル
ハ

　
左
二
記
載
シ
タ
ル
者
ヲ
云
フ

十九八七六五四三二一
第
百
十
五
条

　
外
祖
父
母
同
シ
父
母
ト
称
ス
ル
ハ
継
父
母
嫡
母

　
同
シ
子
孫
ト
称
ス
ル
ハ
庶
子
曽
玄
孫
外
孫
同
シ

　
兄
弟
姉
妹
ト
称
ス
ル
ハ
異
父
異
母
ノ
兄
弟
姉
妹

　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

祖
父
母
父
母
夫
妻

子
孫
及
ヒ
其
配
偶
者

兄
弟
姉
妹
及
ヒ
其
配
偶
者

兄
弟
姉
妹
ノ
子
及
ヒ
其
配
偶
者

父
母
ノ
兄
弟
姉
妹
及
ヒ
其
配
偶
者

父
母
ノ
兄
弟
姉
妹
ノ
子

配
偶
者
ノ
祖
父
母
父
母

配
偶
者
ノ
兄
弟
姉
妹
及
ヒ
其
配
偶
者

配
偶
者
ノ
兄
弟
姉
妹
ノ
子

配
偶
者
ノ
父
母
ノ
兄
弟
姉
妹

　
　
　
祖
父
母
ト
称
ス
ル
ハ
高
曽
祖
父
母

第
百
十
条
第
二
項
　
削
除

第
十
章
　
親
属
例
　
削
除

七
一

（
一
五
一
七
）



明
治
十
六
年
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参
事
院
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刑
法
改
正
草
案

同
シ

養
子
其
養
家
二
於
ル
親
属
ノ
例
ハ
実
子
二
同
シ

　
　
第
二
編
公
益
二
関
ス
ル
重
罪
軽
罪

　
　
　
第
一
章
皇
室
二
対
ス
ル
罪

第
百
十
六
条
　
天
皇
三
后
皇
太
子
二
対
シ
危
害
ヲ

　
加
へ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス

第
百
十
七
条
　
天
皇
三
后
皇
太
子
二
対
シ
不
敬
ノ

　
所
為
ア
ル
者
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼

　
二
処
シ
ニ
十
円
以
上
二
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附

　
加
ス

　
皇
陵
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
亦
同
シ

第
百
十
八
条
　
皇
族
二
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
者

　
ハ
死
刑
二
処
ス
其
危
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者

　
ハ
無
期
徒
刑
二
処
ス

第
百
十
九
条
　
皇
族
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者

　
ハ
ニ
月
以
上
四
年
以
下
ノ
重
禁
銅
二
処
シ
十
円

　
以
上
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
百
二
十
条
　
此
章
二
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ
軽

　
罪
ノ
刑
二
処
ス
ル
者
ハ
六
月
以
上
二
年
以
下
ノ

　
監
視
二
付
ス

第
一
章
第
二
章

　
　
　
　
第
一
章
倖
乱
ノ
罪

　
　
　
　
第
一
節
皇
室
二
対
ス
ル
罪

第
百
十
六
条
　
皇
室
二
対
シ
倖
逆
ヲ
謀
ル
者
ハ
死

　
刑
二
処
ス

第
百
十
六
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
第
三
条
　
皇
陵
ヲ
殿
ツ
者
ハ
死
刑
二
処
ス

第
百
十
七
条
　
皇
室
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者

　
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
其
情

　
重
キ
者
ハ
重
懲
役
又
ハ
軽
懲
役
二
処
ス

　
皇
陵
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
亦
同
シ

第
百
十
八
条
　
皇
族
二
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
者

　
ハ
死
刑
二
処
ス
其
危
害
ヲ
加
ヘ
ソ
ト
謀
ル
者
ハ

　
有
期
徒
刑
二
処
ス

第
百
十
九
条
　
皇
族
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者

　
ハ
ニ
月
以
上
四
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス

第
百
二
十
条
　
此
節
二
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ
軽

　
罪
ノ
刑
二
処
ス
ル
者
ハ
六
月
以
上
二
年
以
下
ノ

　
監
視
二
付
ス

七
二
　
　
（
一
五
一
八
）

第
一
章
「
皇
室
二
対
ス
ル
罪
」
ヲ
「
惇
乱
ノ
罪
」

　
ト
改
ム

第
百
十
六
条
ノ
前
二
左
ノ
節
目
ヲ
増
加
ス

　
第
一
節
皇
室
二
対
ス
ル
罪

第
百
十
六
条
　
皇
室
二
対
シ
悼
逆
ヲ
謀
ル
者
ハ
死

　
刑
二
処
ス

第
百
十
七
条
第
一
項
　
皇
室
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為

　
ア
ル
者
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処

　
シ
其
情
重
キ
者
ハ
軽
懲
役
又
ハ
重
懲
役
二
処
ス

第
百
十
八
条
　
皇
族
二
対
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
者

　
ハ
死
刑
二
処
ス
其
危
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
謀
ル
者
ハ

　
有
期
徒
刑
二
処
ス

第
百
十
九
条
　
皇
族
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者

　
ハ
ニ
月
以
上
四
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス

第
百
二
十
条
　
削
除



第
二
章
国
事
二
関
ス
ル
罪

　
第
一
節
内
乱
a
関
ス
ル
罪

第
百
二
十
一
条
　
政
府
ヲ
顛
覆
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
借

　
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
素
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為

　
シ
内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
二
従
テ
処

　
断
ス

　
一
　
首
魁
及
ヒ
教
唆
者
ハ
死
刑
二
処
ス

　
ニ
　
群
衆
ノ
指
揮
ヲ
為
シ
其
他
枢
要
ノ
職
務
ヲ

　
　
為
シ
タ
ル
者
ハ
無
期
流
刑
二
処
シ
其
情
軽
キ

　
　
者
ハ
有
期
流
刑
二
処
ス

　
三
　
兵
器
金
穀
ヲ
資
給
シ
又
ハ
諸
般
ノ
職
務
ヲ

　
　
為
シ
タ
ル
者
ハ
重
禁
獄
二
処
シ
其
情
軽
キ
者

　
　
ハ
軽
禁
獄
二
処
ス

　
四
　
教
唆
二
乗
シ
テ
附
和
随
行
シ
又
ハ
指
揮
ヲ

　
　
受
ケ
テ
雑
役
二
供
シ
タ
ル
者
ハ
ニ
年
以
上
五

　
　
年
以
下
ノ
軽
禁
鋼
二
処
ス

第
百
二
十
二
条
　
内
乱
ヲ
起
ス
ノ
目
的
ヲ
以
テ
兵

　
器
弾
薬
船
舶
金
穀
其
他
軍
備
ノ
物
品
ヲ
劫
掠
シ

　
タ
ル
者
ハ
已
二
内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ノ
刑
二
同

　
シ

第
百
二
十
三
条
　
政
府
ヲ
変
乱
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以

　
テ
人
ヲ
謀
殺
シ
タ
ル
者
ハ
兵
ヲ
挙
ク
ル
ニ
至
ラ

　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

第
二
章
国
事
二
関
ス
ル
罪
ヲ
削
除
シ
第
一
節
内
乱

　
二
関
ス
ル
罪
ヲ
第
二
節
国
事
二
関
ス
ル
罪
ト
改

　
ム

第
百
二
十
一
条
　
政
体
ヲ
変
壊
シ
又
ハ
邦
土
ヲ
潜

　
窃
シ
其
他
朝
憲
ヲ
素
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
為

　
シ
兵
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ハ
謀
反
ノ
罪
ト
為
シ
左

　
ノ
区
別
二
従
テ
処
断
ス

　
一
　
首
魁
及
ヒ
教
唆
者
ハ
死
刑
二
処
ス

　
ニ
　
群
衆
ノ
指
揮
ヲ
為
シ
其
他
枢
要
ノ
職
務
ヲ

　
　
為
シ
タ
ル
者
ハ
無
期
流
刑
二
処
シ
其
情
軽
キ

　
　
者
ハ
有
期
流
刑
二
処
ス

　
三
　
兵
器
金
穀
ヲ
資
給
シ
又
ハ
諸
般
ノ
職
務
ヲ

　
　
為
シ
タ
ル
者
ハ
重
禁
獄
二
処
シ
其
情
軽
キ
者

　
　
ハ
軽
禁
獄
二
処
ス

　
四
　
教
唆
二
乗
シ
テ
附
和
随
行
シ
又
ハ
指
揮
ヲ

　
　
受
ケ
テ
雑
役
二
供
シ
タ
ル
者
ハ
ニ
年
以
上
五

　
　
年
以
下
ノ
軽
禁
鋼
二
処
ス

第
百
二
十
二
条
　
謀
反
ノ
目
的
ヲ
以
テ
兵
器
弾
薬

　
船
舶
金
穀
其
他
軍
備
ノ
物
品
ヲ
劫
掠
シ
タ
ル
者

　
ハ
已
二
兵
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ノ
刑
二
同
シ

第
百
二
十
三
条
中
「
内
乱
」

ヲ
「
謀
反
」
ト
改
ム

「
第
二
章
国
事
二
関
ス
ル
罪
及
ヒ
第
一
節
内
乱
二

関
ス
ル
罪
」
ヲ
「
第
二
節
謀
反
ノ
罪
」
ト
改
ム

第
百
二
十
一
条
初
項
　
政
体
ヲ
変
壊
シ
又
ハ
朝
憲

　
ヲ
素
乱
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
兵
乱
ヲ
起
シ
タ
ル

　
者
ハ
左
ノ
区
別
二
従
テ
処
断
ス

第
百
二
十
二
条
　
謀
反
ノ
目
的
ヲ
以
テ
兵
器
弾
薬

　
船
舶
金
穀
其
他
軍
備
ノ
物
品
ヲ
劫
掠
シ
タ
ル
者

　
ハ
已
二
兵
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ノ
刑
二
同
シ

第
百
二
十
三
条
　
政
体
ヲ
変
壊
シ
又
ハ
朝
憲
ヲ
素

　
乱
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
人
ヲ
謀
殺
シ
タ
ル
者
ハ

　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
（
一
五
叫
九
）



　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

　
ス
ト
錐
モ
内
乱
ト
同
ク
論
シ
其
教
唆
者
及
ヒ
下

　
手
者
ヲ
死
刑
二
処
ス

第
百
二
十
五
条
　
兵
隊
ヲ
招
募
シ
又
ハ
兵
器
金
穀

　
ヲ
準
備
シ
其
他
内
乱
ノ
予
備
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ

　
第
百
二
十
一
条
ノ
例
二
照
シ
各
一
等
ヲ
減
ス

　
内
乱
ノ
陰
謀
ヲ
為
シ
未
タ
予
備
二
至
ラ
サ
ル
者

　
ハ
各
二
等
ヲ
減
ス

第
百
二
十
六
条
　
内
乱
ノ
予
備
又
ハ
陰
謀
ヲ
為
ス

　
ト
難
モ
未
タ
其
事
ヲ
行
ハ
サ
ル
前
二
於
テ
官
二

　
自
首
シ
タ
ル
者
ハ
本
刑
ヲ
免
シ
六
月
以
上
三
年

　
以
下
ノ
監
視
二
付
ス

第
百
二
十
七
条
　
内
乱
ノ
情
ヲ
知
テ
犯
人
二
集
会

　
所
ヲ
給
与
シ
タ
ル
者
ハ
ニ
年
以
上
五
年
以
下
ノ

　
軽
禁
鋼
二
処
ス

第
百
二
十
五
条
　
謀
反
ノ
目
的
ヲ
以
テ
兵
隊
ヲ
招

　
募
シ
又
ハ
兵
器
金
穀
ヲ
準
備
シ
其
他
兵
乱
ノ
予

　
備
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
第
百
二
十
一
条
ノ
例
二
照

　
シ
各
一
等
ヲ
減
ス

　
其
陰
謀
ヲ
為
シ
未
タ
予
備
二
至
ラ
サ
ル
者
首
魁

　
及
ヒ
教
唆
者
ハ
有
期
流
刑
二
処
シ
其
共
二
謀
ル

　
者
ハ
一
等
又
ハ
ニ
等
ヲ
減
ス

第
百
二
十
六
条
中
「
内
乱
」
ヲ
「
謀
反
」
ト
改
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

第
百
二
十
七
条
　
謀
反
ノ
情
ヲ
知
テ
犯
人
二
集
合

　
所
ヲ
給
与
又
ハ
故
縦
隠
蔵
シ
若
ク
ハ
罪
証
ト
為

　
ル
可
キ
物
件
ヲ
隠
蔽
シ
タ
ル
者
ハ
ニ
年
以
上
五

　
年
以
下
ノ
軽
禁
鋼
二
処
ス

第
百
二
十
七
条
ノ
次
へ
左
ノ
ニ
条
ヲ
増
加
ス

　
第
四
条
　
兵
乱
ヲ
起
ス
ニ
非
ス
ト
錐
モ
朝
憲
ヲ

　
　
素
乱
ス
ル
ノ
所
為
ア
ル
者
ハ
有
期
流
刑
二
処

　
　
シ
其
情
軽
キ
者
ハ
重
禁
獄
二
処
ス

　
第
五
条
　
此
節
二
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ
軽
罪

　
　
ノ
刑
二
処
ス
ル
者
ハ
六
月
以
上
二
年
以
下
ノ

　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
　
（
一
五
二
〇
）

　
兵
ヲ
挙
ル
ニ
至
ラ
ス
ト
難
モ
謀
反
ト
同
ク
論
シ

　
其
教
唆
者
及
ヒ
下
手
者
ヲ
死
刑
二
処
ス

第
百
二
十
五
条
　
兵
隊
ヲ
招
募
シ
又
ハ
兵
器
金
穀

　
ヲ
準
備
シ
其
他
兵
乱
ノ
予
備
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ

　
第
百
二
十
一
条
ノ
例
二
照
シ
各
一
等
ヲ
減
ス

　
其
陰
謀
ヲ
為
シ
未
タ
予
備
二
至
ラ
サ
ル
者
首
魁

　
及
ヒ
教
唆
者
ハ
有
期
流
刑
二
処
シ
其
共
二
謀
ル

　
者
ハ
一
等
又
ハ
ニ
等
ヲ
減
ス

第
百
二
十
六
条
　
謀
反
ノ
予
備
又
ハ
陰
謀
ヲ
為
ス

　
ト
錐
モ
未
タ
其
事
ヲ
行
ハ
サ
ル
前
二
於
テ
官
二

　
自
首
シ
タ
ル
者
ハ
本
刑
ヲ
免
シ
六
月
以
上
三
年

　
以
下
ノ
監
視
二
付
ス

第
百
二
十
七
条
　
謀
反
ノ
情
ヲ
知
テ
犯
人
二
集
会

　
所
ヲ
給
与
シ
又
ハ
故
縦
隠
蔵
シ
若
ク
ハ
罪
証
ト

　
為
ル
可
キ
物
件
ヲ
隠
蔽
シ
タ
ル
者
ハ
ニ
年
以
上

　
五
年
以
下
ノ
軽
禁
鋼
二
処
ス



第
百
二
十
八
条
　
内
乱
二
乗
シ
テ
人
ノ
身
体
財
産

　
二
対
シ
内
乱
ノ
目
的
二
関
セ
サ
ル
重
罪
軽
罪
ヲ

　
犯
シ
タ
ル
者
ハ
通
常
ノ
刑
二
照
シ
重
キ
ニ
従
テ

　
処
断
ス

　
　
　
　
　
第
二
節
　
外
患
二
関
ス
ル
罪

第
百
三
十
五
条
　
此
章
二
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ

　
軽
罪
ノ
刑
二
処
ス
ル
者
ハ
六
月
以
上
二
年
以
下

　
ノ
監
視
二
付
ス

　
　
　
　
第
三
章
　
静
誰
ヲ
害
ス
ル
罪

　
　
　
　
　
第
一
節
兇
徒
聚
衆
ノ
罪

第
百
三
十
六
条
　
兇
徒
多
衆
ヲ
囁
聚
シ
テ
暴
動
ヲ

　
諜
リ
官
吏
ノ
説
諭
ヲ
受
ク
ル
ト
難
モ
伽
ホ
解
散

　
セ
サ
ル
者
首
魁
及
ヒ
教
唆
者
ハ
三
月
以
上
三
年

　
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス
附
和
随
行
シ
タ
ル
者
ハ

　
ニ
円
以
上
五
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

第
百
三
十
七
条
　
兇
徒
多
衆
ヲ
囎
聚
シ
テ
官
庁
二

　
喧
開
シ
官
吏
二
強
逼
シ
又
ハ
村
市
ヲ
騒
擾
シ
其

　
他
暴
動
ヲ
為
シ
タ
ル
者
首
魁
及
ヒ
教
唆
者
ハ
重

　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

　
　
監
視
二
付
ス

第
百
二
十
八
条
中
上
「
内
乱
」
ヲ

　
「
内
乱
」
ヲ
「
謀
反
」
ト
改
ム

「
兵
乱
」
下

第
三
節
　
外
国
二
関
ス
ル
罪

第
百
三
十
五
条
中
「
此
章
」

ヲ
「
此
節
」
ト
改
ム

第
一
節
　
多
衆
ヲ
囎
聚
ス
ル
罪

第
百
三
十
六
条
　
多
衆
ヲ
囎
聚
シ
官
吏
ノ
説
諭
ヲ

　
受
ク
ル
ト
錐
モ
佃
ホ
解
散
セ
サ
ル
者
首
魁
及
ヒ

　
教
唆
者
ハ
三
月
以
上
三
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処

　
ス

第
百
三
十
七
条
中
「
兇
徒
」
ノ
ニ
字
ヲ
削
除
ス

第
百
二
十
八
条
　
兵
乱
二
乗
シ
テ
人
ノ
身
体
財
産

　
二
対
シ
謀
反
ノ
目
的
二
関
セ
サ
ル
重
罪
軽
罪
ヲ

　
犯
シ
タ
ル
者
ハ
通
常
ノ
刑
二
照
シ
重
キ
ニ
従
テ

　
処
断
ス

「
第
二
節
　
外
患
二
関
ス
ル
罪
」
ヲ
「
第
三
節

　
謀
叛
ノ
罪
」
ト
改
ム

第
百
三
十
二
条
ノ
次
へ
左
ノ
節
目
ヲ
増
加
ス

　
　
　
　
第
四
節
外
交
ヲ
妨
害
ス
ル
罪

「
第
三
章
」
ヲ
「
第
二
章
」
ト
改
ム

第
一
節
「
兇
徒
聚
衆
ノ
罪
」
ヲ
「
多
衆
ヲ
囎
衆
ス

　
ル
罪
」
ト
改
ム

第
百
三
十
六
条
　
多
衆
ヲ
囎
聚
シ
官
吏
ノ
説
諭
ヲ

　
受
ク
ル
ト
錐
モ
傍
ホ
解
散
セ
サ
ル
者
首
魁
及
ヒ

　
教
唆
者
ハ
三
月
以
上
三
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処

　
ス

第
百
三
十
七
条
　
多
衆
ヲ
繍
聚
シ
テ
官
庁
二
喧
開

　
シ
官
吏
二
強
逼
シ
又
ハ
村
市
ヲ
騒
擾
シ
其
他
暴

　
動
ヲ
為
シ
タ
ル
者
首
魁
及
ヒ
教
唆
者
ハ
重
懲
役

　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
（
一
五
二
一
）



　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

懲
役
二
処
ス
其
囎
聚
二
応
シ
煽
動
シ
テ
勢
ヲ
助

ケ
タ
ル
者
ハ
軽
懲
役
二
処
シ
其
情
軽
キ
者
ハ
一

等
ヲ
減
ス
附
和
随
行
シ
タ
ル
者
ハ
ニ
円
以
上
二

十
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

第
百
四
十
条
　
前
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
因
テ
官
吏
ヲ
殴

　
傷
シ
タ
ル
者
ハ
殴
打
創
傷
ノ
各
本
条
二
照
シ
一

　
等
ヲ
加
へ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
ス

第
百
四
十
一
条
　
官
吏
ノ
職
務
二
対
シ
其
目
前
二

　
於
テ
形
容
若
ク
ハ
言
語
ヲ
以
テ
侮
辱
シ
タ
ル
者

　
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
五
円

　
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

　
其
目
前
二
非
ス
ト
錐
モ
刊
行
ノ
文
書
図
画
又
ハ

　
公
然
ノ
演
説
ヲ
以
テ
侮
辱
シ
タ
ル
者
亦
同
シ

第
百
三
十
八
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
節
ヲ
増
加
ス

　
　
　
　
第
一
節
私
二
軍
隊
ヲ
組
織
ス
ル
罪

　
第
六
条
　
私
二
軍
隊
ヲ
組
織
ス
ル
為
メ
群
衆
ヲ

　
　
招
募
シ
又
ハ
兵
器
ヲ
準
備
シ
タ
ル
者
ハ
重
懲

　
　
役
二
処
ス

第
百
四
十
条
　
前
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
因
テ
官
吏
ヲ
殴

　
傷
シ
タ
ル
者
ハ
殴
打
創
傷
ノ
各
本
条
二
照
シ
ニ

　
等
ヲ
加
へ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
シ
其
故
殺
シ
タ
ル

　
者
ハ
死
刑
二
処
ス

第
百
四
十
一
条
中
コ
年
」
ヲ
「
二
年
」
ト
改
メ

　
「
刊
行
ノ
」
ノ
三
字
ヲ
削
除
ス

第
百
四
十
一
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
第
七
条
　
文
書
若
ク
ハ
図
画
ヲ
以
テ
官
吏
ノ
職

　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
（
一
五
二
二
）

　
二
処
ス
其
囎
衆
二
応
シ
煽
動
シ
テ
勢
ヲ
助
ケ
タ

　
ル
者
ハ
軽
懲
役
二
処
シ
其
情
軽
キ
者
ハ
一
等
ヲ

　
減
ス
附
和
随
行
シ
タ
ル
者
ハ
弐
円
以
上
弐
拾
円

　
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

第
百
三
十
八
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
追
加
第
二
条
　
私
二
兵
隊
ヲ
組
織
ス
ル
為
メ
群

　
衆
ヲ
招
募
シ
又
ハ
兵
器
ヲ
準
備
シ
タ
ル
者
ハ
重

　
懲
役
二
処
ス

第
百
四
十
条
　
前
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
因
テ
官
吏
ヲ
殴

　
傷
シ
タ
ル
者
ハ
殴
打
創
傷
ノ
各
本
条
二
照
シ
ニ

　
等
ヲ
加
へ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
シ
其
故
殺
シ
タ
ル

　
者
ハ
死
刑
二
処
ス

第
百
四
十
一
条
　
官
吏
ノ
職
務
二
対
シ
其
目
前
二

　
於
テ
形
容
若
ク
ハ
言
語
ヲ
以
テ
侮
辱
シ
タ
ル
者

　
ハ
一
月
以
上
二
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
五
円

　
以
上
五
拾
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

　
其
目
前
二
非
ス
ト
錐
モ
文
書
図
画
又
ハ
公
然
ノ

　
演
説
ヲ
以
テ
侮
辱
シ
タ
ル
者
亦
同
シ



第
百
四
十
二
条
　
已
決
ノ
囚
徒
逃
走
シ
タ
ル
者
ハ

　
一
月
以
上
六
月
以
下
ノ
重
禁
銅
二
処
ス

　
若
シ
獄
舎
獄
具
ヲ
殿
壊
シ
又
ハ
暴
行
脅
迫
ヲ
為

　
シ
テ
逃
走
シ
タ
ル
者
三
月
以
上
三
年
以
下
ノ
重

　
禁
鋼
二
処
ス

第
百
四
十
六
条
　
囚
徒
ヲ
逃
走
セ
シ
ム
ル
為
メ
兇

　
器
其
他
ノ
器
具
ヲ
給
与
シ
又
ハ
逃
走
ノ
方
法
ヲ

　
指
示
シ
タ
ル
者
ハ
三
月
以
上
三
年
以
下
ノ
重
禁

　
鋼
二
処
シ
ニ
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附

　
加
ス
因
テ
囚
徒
ノ
逃
走
ヲ
致
シ
タ
ル
時
ハ
一
等

　
ヲ
加
フ

第
百
四
十
七
条
　
囚
徒
ヲ
劫
奪
シ
又
ハ
暴
行
脅
迫

　
ヲ
以
テ
囚
徒
ノ
逃
走
ヲ
助
ケ
タ
ル
者
ハ
一
年
以

　
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
銅
二
処
シ
五
円
以
上
五
十

　
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

　
　
務
上
二
於
テ
不
正
ノ
所
為
ア
リ
ト
指
摘
シ
其

　
　
事
実
ヲ
証
明
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ハ
三
月

　
　
以
上
三
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
十
円
以
上

　
　
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
百
四
十
二
条
第
二
項
　
若
シ
獄
舎
ヲ
殿
壊
シ
又

　
ハ
暴
行
脅
迫
ヲ
為
シ
テ
逃
走
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲

　
役
二
処
ス

第
百
四
十
三
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
第
八
条
　
無
期
徒
刑
ノ
囚
再
ヒ
獄
舎
ヲ
穀
壊
シ

　
又
ハ
暴
行
脅
迫
ヲ
為
シ
テ
逃
走
シ
タ
ル
者
ハ
死

　
刑
二
処
ス

第
百
四
十
六
条
中
「
三
月
以
上
三
年
以
下
」
ヲ

　
「
六
月
以
上
五
年
以
下
」
「
二
円
以
上
二
十
円
以

　
下
」
ヲ
「
五
円
以
上
五
十
円
以
下
」
ト
改
ム

第
百
四
十
七
条
　
囚
徒
ヲ
劫
奪
シ
又
ハ
暴
行
脅
迫

　
ヲ
以
テ
囚
徒
ノ
逃
走
ヲ
助
ケ
タ
ル
者
ハ
軽
懲
役

　
二
処
ス

第
百
四
十
二
条
第
二
項
若
シ
獄
舎
ヲ
殿
壊
シ
又

　
ハ
暴
行
脅
迫
ヲ
為
シ
テ
逃
走
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲

　
役
二
処
ス

第
百
四
十
三
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
追
加
第
三
条
　
無
期
刑
ノ
囚
再
ヒ
獄
舎
ヲ
穀
壊

　
シ
又
ハ
暴
行
脅
迫
ヲ
為
シ
テ
逃
走
シ
タ
ル
者
ハ

　
死
刑
二
処
ス

第
百
四
十
六
条
　
囚
徒
ヲ
逃
走
セ
シ
ム
ル
為
メ
兇

　
器
其
他
ノ
器
具
ヲ
給
与
シ
又
ハ
逃
走
ノ
方
法
ヲ

　
指
示
シ
タ
ル
者
ハ
六
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁

　
鋼
二
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附

　
加
ス
因
テ
囚
徒
ノ
逃
走
ヲ
致
シ
タ
ル
時
ハ
一
等

　
ヲ
加
フ

第
百
四
十
七
条
　
囚
徒
ヲ
劫
奪
シ
又
ハ
暴
行
脅
迫

　
ヲ
以
テ
囚
徒
ノ
逃
走
ヲ
助
ケ
タ
ル
者
ハ
軽
懲
役

　
二
処
ス

七
七
　
　
（
噌
五
二
三
）



　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

　
若
シ
重
罪
ノ
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
囚
徒
二
係
ル

　
時
ハ
軽
懲
役
二
処
ス

第
百
四
十
八
条
　
囚
徒
ヲ
看
守
シ
又
ハ
護
送
ス
ル

　
者
囚
徒
ヲ
逃
走
セ
シ
メ
タ
ル
時
ハ
亦
前
条
ノ
例

　
二
同
シ

第
百
五
十
条
　
看
守
又
ハ
護
送
者
其
解
怠
二
因
リ

　
囚
徒
ノ
逃
走
ヲ
覚
ラ
サ
ル
時
ハ
ニ
円
以
上
二
十

　
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

　
若
シ
重
罪
ノ
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
囚
徒
二
係
ル

　
時
ハ
三
円
以
上
三
十
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

第
百
六
十
二
条
　
道
路
橋
梁
河
溝
港
埠
ヲ
損
壊
シ

　
テ
往
来
ヲ
妨
害
シ
タ
ル
者
ハ
ニ
月
以
上
二
年
以

　
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ

　
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
百
六
十
八
条
　
第
百
六
十
二
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
因

　
テ
人
ヲ
殺
傷
シ
タ
ル
者
ハ
殴
打
創
傷
ノ
各
本
条

　
二
照
シ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
ス

第
百
七
十
五
条
官
ノ
封
印
ヲ
破
棄
シ
テ
其
物
件

　
ヲ
盗
取
シ
又
ハ
殿
壊
シ
タ
ル
者
ハ
盗
罪
及
ヒ
段

　
壊
ノ
各
本
条
二
照
シ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
ス

第
百
七
十
八
条
　
陸
海
軍
ノ
徴
兵
二
編
入
セ
ラ
ル

第
百
四
十
八
条
中
前
条
ノ
下

　
削
除
ス

「
ノ
例
」
ノ
ニ
字
ヲ

第
百
五
十
条
　
看
守
又
ハ
護
送
者
其
解
怠
二
因
リ

　
囚
徒
ノ
逃
走
ヲ
覚
ラ
サ
ル
時
ハ
十
一
日
以
上
三

　
月
以
下
ノ
軽
禁
鋼
二
処
シ
又
ハ
ニ
円
以
上
三
十

　
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

第
百
六
十
八
条
中
照
シ
ノ
下
ヘ
コ
等
ヲ
加
へ
」

　
ノ
五
字
ヲ
加
フ

　
（
こ
こ
に
浮
浪
罪
の
規
定
三
力
条
が
あ
る
が
、
後

　
掲
す
る
）

第
百
七
十
五
条
中
照
シ
ノ
下
へ
「
｝
等
ヲ
加
へ
」

　
ノ
五
字
ヲ
加
フ

第
百
七
十
八
条
中
編
入
セ
ラ
ル
可
キ
老
ノ
下
へ

七
八
　
　
（
一
五
二
四
）

第
百
四
十
八
条
　
囚
徒
ヲ
看
守
シ
又
ハ
護
送
ス
ル

　
者
囚
徒
ヲ
逃
走
セ
シ
メ
タ
ル
時
ハ
亦
前
条
二
同

　
シ

第
百
六
十
二
条
　
道
路
橋
梁
渡
船
河
溝
港
埠
ヲ
損

　
壊
シ
テ
往
来
ヲ
妨
害
シ
タ
ル
者
ハ
ニ
月
以
上
二

　
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
円
以
上
二
十
円
以

　
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
百
六
十
八
条
　
第
百
六
十
二
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
因

　
テ
人
ヲ
殺
傷
シ
タ
ル
者
ハ
殴
打
創
傷
ノ
各
本
条

　
二
照
シ
一
等
ヲ
加
へ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
ス

第
百
七
十
五
条
官
ノ
封
印
ヲ
破
棄
シ
テ
其
物
件

　
ヲ
盗
取
シ
又
ハ
殿
壊
シ
タ
ル
者
ハ
盗
罪
及
ヒ
殿

　
壊
ノ
各
本
条
二
照
シ
一
等
ヲ
加
へ
重
キ
ニ
従
テ

　
処
断
ス

第
百
七
十
八
条
第
一
項
　
兵
役
ヲ
免
カ
ル
可
キ
為



可
キ
者
身
体
ヲ
殿
傷
シ
テ
疾
病
ヲ
作
為
シ
其
他

詐
偽
ノ
所
為
ヲ
以
テ
免
役
ヲ
図
リ
タ
ル
時
ハ
一

月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
三
円
以
上

三
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

若
シ
他
人
二
嘱
托
シ
其
氏
名
ヲ
詐
称
シ
代
テ
徴

募
二
応
セ
シ
メ
タ
ル
者
亦
同
シ
其
嘱
托
ヲ
受
ケ

テ
徴
募
二
応
シ
タ
ル
者
ハ
第
二
百
三
十
一
条
ノ

例
二
照
シ
テ
処
断
ス

明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

「
逃
走
シ
又
ハ
」
ノ
五
字
ヲ
加
へ
罰
金
ヲ
附
加

ス
ノ
次
へ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

官
吏
情
ヲ
知
テ
免
役
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
一
等
ヲ

加
フ

第
百
七
十
三
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
節
ヲ
増
加
ス

　
　
　
　
　
第
二
節
　
浮
浪
ノ
罪

第
九
条
　
身
体
強
壮
ニ
シ
テ
定
リ
タ
ル
住
居
生
産

　
ナ
ク
諸
方
二
俳
徊
シ
タ
ル
者
ハ
浮
浪
ノ
罪
ト
為

　
シ
十
一
日
以
上
六
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス

　
若
シ
兇
器
其
他
犯
罪
ノ
用
二
供
ス
可
キ
物
品
ヲ

　
携
帯
シ
タ
ル
時
ハ
一
等
ヲ
加
フ

　
本
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
六
月
以
上
二
年
以

　
下
ノ
監
視
二
付
ス

　
メ
身
体
ヲ
殿
傷
シ
テ
疾
病
ヲ
作
為
シ
又
ハ
逃
走

　
シ
其
他
詐
偽
ノ
所
為
ア
リ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上

　
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
五
円
以
上
五
十
円

　
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
百
七
十
八
条
へ
左
ノ
一
項
ヲ
加
へ
二
項
ト
ス

　
官
吏
情
ヲ
知
テ
免
役
セ
シ
メ
タ
ル
老
ハ
一
等
ヲ

　
加
フ

第
百
八
十
一
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
追
加
第
四
条
　
人
ヲ
教
唆
シ
テ
納
税
又
ハ
兵
役

　
ヲ
拒
マ
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重

　
禁
鋼
二
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ

　
附
加
ス

　
第
二
編
第
二
章
中
へ
左
ノ
一
節
ヲ
増
加
ス

　
　
　
　
第
十
節
　
浮
浪
ノ
罪

追
加
第
五
条
　
身
体
強
壮
ニ
シ
テ
定
リ
タ
ル
住
居

　
生
産
ナ
ク
諸
方
二
俳
廻
ス
ル
者
ハ
浮
浪
ノ
罪
ト

　
為
シ
十
一
目
以
上
六
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス

　
若
シ
兇
器
其
他
犯
罪
ノ
用
二
供
ス
可
キ
物
品
ヲ

　
携
帯
シ
タ
ル
時
ハ
一
等
ヲ
加
フ

　
本
罪
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
六
月
以
上
二
年
以

　
下
ノ
監
視
二
付
ス

　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
（
一
五
二
五
）



明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

　
　
　
　
第
四
章
　
信
用
ヲ
害
ス
ル
罪

第
二
百
一
条
　
此
節
二
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ
軽

　
罪
ノ
刑
二
処
ス
ル
者
ハ
六
月
以
上
二
年
以
下
ノ

　
監
視
二
附
ス

第
二
百
三
条
官
ノ
文
書
ヲ
偽
造
シ
又
ハ
増
減
変

　
換
シ
テ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲
役
二
処
ス

　
其
官
ノ
文
書
ヲ
段
棄
シ
タ
ル
者
亦
同
シ

第
二
百
五
条
官
吏
其
管
掌
二
係
ル
文
書
ヲ
偽
造

　
シ
又
ハ
増
減
変
換
シ
テ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
前
二

　
条
ノ
例
二
照
シ
各
一
等
ヲ
加
フ

　
其
文
書
ヲ
駿
棄
シ
タ
ル
者
亦
同
シ

第
十
条
　
浮
浪
者
過
分
ノ
貨
幣
物
品
ヲ
携
帯
シ
其

　
原
由
ヲ
証
明
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
時
ハ
仮
二
官

　
二
領
置
シ
監
視
ノ
期
限
内
返
還
ヲ
求
ム
ル
者
ナ

　
ケ
レ
ハ
本
人
二
還
付
ス

第
十
一
条
　
浮
浪
ノ
罪
二
処
ス
ト
錐
モ
将
来
ノ
行

　
状
ヲ
保
証
シ
テ
交
付
ヲ
請
フ
者
ア
ル
時
ハ
行
政

　
ノ
処
分
ヲ
以
テ
仮
二
其
刑
ヲ
釈
キ
交
付
ス
ル
コ

　
ト
ヲ
得

第
二
百
一
条
へ
但
書
ヲ
加
フ

　
但
第
百
九
十
九
条
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

第
二
百
三
条
第
一
項
官
ノ
文
書
ヲ
偽
造
シ
又
ハ

　
増
減
変
換
シ
テ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲
役
二
処

　
シ
其
情
軽
キ
者
ハ
一
年
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁

　
鋼
二
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附

　
加
ス

第
二
百
五
条
中
「
一
等
」
ヲ
「
二
等
」
ト
改
ム

第
二
百
五
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
第
十
二
条
　
偽
造
変
造
ノ
情
ヲ
知
テ
其
文
書
ヲ

　
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
前
数
条
ノ
例
二
同
シ

　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
（
一
五
二
六
）

追
加
第
六
条
　
浮
浪
者
過
分
ノ
貨
幣
物
品
ヲ
携
帯

　
シ
其
原
由
ヲ
証
明
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
時
ハ
官

　
二
領
置
シ
監
視
ノ
期
限
内
返
還
ヲ
求
ム
ル
者
ナ

　
ケ
レ
ハ
本
人
二
還
付
ス

追
加
第
七
条
　
浮
浪
ノ
罪
二
処
ス
ト
錐
モ
将
来
ノ

　
行
状
ヲ
保
証
シ
テ
交
付
ヲ
請
フ
者
ア
ル
時
ハ
行

　
政
ノ
処
分
ヲ
以
テ
仮
二
其
刑
ヲ
釈
キ
交
付
ス
ル

　
コ
ト
ヲ
得

「
第
四
章
」
ヲ
「
第
三
章
」
ト
改
ム

第
二
百
一
条
へ
左
ノ
但
書
ヲ
加
フ

　
但
第
百
九
十
九
条
ハ
監
視
二
付
ス
ル
ノ
限
二
在

　
ラ
ス

第
二
百
三
条
第
一
項
　
官
ノ
文
書
ヲ
偽
造
シ
又
ハ

　
増
減
変
換
シ
テ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲
役
二
処

　
シ
其
情
軽
キ
者
ハ
一
年
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁

　
鋼
二
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附

　
加
ス

第
二
百
五
条
第
一
項
　
官
吏
其
管
掌
二
係
ル
文
書

　
ヲ
偽
造
シ
又
ハ
増
減
変
換
シ
テ
行
使
シ
タ
ル
者

　
ハ
前
二
条
ノ
例
二
照
シ
各
二
等
ヲ
加
フ

第
二
百
五
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

追
加
第
八
条
　
偽
造
又
ハ
増
減
変
換
ノ
情
ヲ
知
テ

　
其
文
書
ヲ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
前
数
条
ノ
例
二
同



第
二
百
八
条
　
他
人
ノ
私
印
ヲ
偽
造
シ
テ
使
用
シ

　
タ
ル
者
ハ
六
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処

　
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

　
若
シ
他
人
ノ
印
影
ヲ
盗
用
シ
タ
ル
者
ハ
一
等
ヲ

　
減
ス

第
二
百
十
条
　
売
買
貸
借
贈
遺
交
換
其
他
権
利
義

　
務
二
関
ス
ル
証
書
ヲ
偽
造
シ
又
ハ
増
減
変
換
シ

　
テ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
四
月
以
上
四
年
以
下
ノ
重

　
禁
鋼
二
処
シ
四
円
以
上
四
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ

　
附
加
ス

　
其
余
ノ
私
書
ヲ
偽
造
シ
又
ハ
増
減
変
換
シ
テ
行

　
使
シ
タ
ル
老
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼

　
二
処
シ
ニ
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加

　
ス

第
二
百
十
六
条
陸
海
軍
ノ
徴
兵
ヲ
免
カ
ル
可
キ

　
為
メ
疾
病
ノ
証
書
ヲ
偽
造
シ
テ
行
使
シ
タ
ル
者

　
及
ヒ
嘱
託
ヲ
受
ケ
テ
其
詐
偽
ノ
証
書
ヲ
造
リ
タ

　
ル
医
師
ハ
前
条
ノ
例
二
照
シ
各
一
等
ヲ
加
フ

明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

第
二
百
八
条
中
偽
造
シ
ノ
下
「
テ
」
ノ
字
ヲ
削
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
「
又
ハ
其
偽
印
ヲ
」
ノ
七
字
ヲ
加
フ

第
二
百
十
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
第
十
三
条
　
偽
造
変
造
ノ
情
ヲ
知
テ
其
文
書
ヲ

　
　
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
前
二
条
ノ
例
二
同
シ

第
二
百
十
六
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
第
十
四
条
　
医
師
嘱
託
ヲ
受
ケ
罪
証
ヲ
掩
蔽
ス

　
　
ル
為
メ
詐
偽
ノ
証
書
ヲ
造
リ
タ
ル
者
ハ
ニ
月

　
　
以
上
二
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
四
円
以
上

　
シ

第
二
百
八
条
第
一
項
　
他
人
ノ
私
印
ヲ
偽
造
シ
又

　
ハ
其
偽
印
ヲ
使
用
シ
タ
ル
者
ハ
六
月
以
上
五
年

　
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下

　
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
二
百
十
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
追
加
第
九
条
　
偽
造
又
ハ
増
減
変
換
ノ
情
ヲ
知

　
　
テ
其
文
書
ヲ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
前
二
条
ノ
例

　
　
二
同
シ

第
二
百
十
六
条
　
兵
役
ヲ
免
カ
ル
可
キ
為
メ
疾
病

　
ノ
証
書
ヲ
偽
造
シ
テ
行
使
シ
タ
ル
者
及
ヒ
嘱
託

　
ヲ
受
ケ
テ
其
詐
偽
ノ
証
書
ヲ
造
リ
タ
ル
医
師
ハ

　
前
条
ノ
例
二
照
シ
各
一
等
ヲ
加
フ

第
二
百
十
六
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
追
加
第
十
条
　
医
師
嘱
託
ヲ
受
ケ
罪
証
ヲ
掩
蔽

　
　
ス
ル
為
メ
詐
偽
ノ
証
書
ヲ
造
リ
タ
ル
者
ハ
ニ

　
　
月
以
上
二
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
四
円
以

　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
（
一
五
二
七
）



明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

　
　
　
　
第
五
章
　
健
康
ヲ
害
ス
ル
罪

　
　
　
　
第
六
章
　
風
俗
ヲ
害
ス
ル
罪

第
二
百
五
十
九
条
　
風
俗
ヲ
害
ス
ル
冊
子
図
画
其

　
他
狽
褻
ノ
物
品
ヲ
公
然
陳
列
シ
又
ハ
販
売
シ
タ

　
ル
者
ハ
四
円
以
上
四
十
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

第
二
百
六
十
条
　
賭
場
ヲ
開
張
シ
テ
利
ヲ
図
リ
又

　
ハ
博
徒
ヲ
招
結
シ
タ
ル
者
ハ
三
月
以
上
一
年
以

　
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
十
円
以
上
百
円
以
下
ノ
罰

　
金
ヲ
附
加
ス

第
二
百
六
十
一
条
財
物
ヲ
賭
シ
テ
現
二
博
変
ヲ

　
為
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
六
月
以
下
ノ
重
禁
鋼

　
二
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加

　
ス
其
情
ヲ
知
テ
房
屋
ヲ
給
与
シ
タ
ル
者
亦
同
シ

　
但
飲
食
物
ヲ
賭
ス
ル
者
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

　
　
　
　
第
七
章
　
死
屍
ヲ
穀
棄
シ
及
ヒ
墳
墓

　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
発
掘
ス
ル
罪

　
　
　
　
第
八
章
　
商
業
及
ヒ
農
工
ノ
業
ヲ
妨

　
　
　
　
　
　
　
　
害
ス
ル
罪

第
二
百
七
十
二
条
　
虚
偽
ノ
風
説
ヲ
流
布
シ
テ
穀

　
類
其
他
衆
人
需
用
物
品
ノ
価
直
ヲ
昂
低
セ
シ
メ

四
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
二
百
五
十
九
条
中
販
売
ノ
下
へ

　
字
ヲ
加
フ

「
賃
貸
」
ノ
ニ

第
二
百
六
十
条
　
博
徒
ヲ
招
結
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲

璽
役
二
処
シ
其
同
警
者
ハ
三
月
以
上
二
年
以
下
ノ

　
重
禁
鋼
二
処
シ
十
円
以
上
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ

　
附
加
ス

　
賭
場
ヲ
開
張
シ
テ
利
ヲ
図
ル
者
ハ
軽
懲
役
二
処

　
ス

第
二
百
六
十
一
条
中
「
現
一
ご
　
ノ
ニ
字
ヲ
削
リ

　
「
六
月
」
ヲ
「
一
年
」
ト
改
ム

第
二
百
七
十
二
条
中
「
十
円
以
上
百
円
以
下
」

　
「
二
十
円
以
上
五
百
円
以
下
」
ト
改
ム

ヲ

　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
（
一
五
二
八
）

　
上
四
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

「
第
五
章
」
ヲ
「
第
四
章
」
ト
改
ム

「
第
六
章
」
ヲ
「
第
五
章
」
ト
改
ム

第
二
百
六
十
条
　
博
徒
ヲ
招
結
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲

　
役
二
処
シ
其
同
影
者
ハ
三
月
以
上
二
年
以
下
ノ

　
重
禁
鋼
二
処
シ
十
円
以
上
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ

　
附
加
ス

　
賭
場
ヲ
開
張
シ
テ
利
ヲ
図
ル
者
ハ
軽
懲
役
二
処

　
ス

第
二
百
六
十
一
条
第
一
項
　
財
物
ヲ
賭
シ
テ
博
突

　
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁

　
鋼
二
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附

　
加
ス

　
其
情
ヲ
知
テ
房
屋
ヲ
給
与
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
但

　
飲
食
物
ヲ
賭
ス
ル
者
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

「
第
七
章
」
ヲ
「
第
六
章
」
ト
改
ム

「
第
八
章
」
ヲ
「
第
七
章
」
ト
改
ム

第
二
百
七
十
二
条
　
虚
偽
ノ
風
説
ヲ
流
布
シ
テ
穀

　
類
其
他
衆
人
需
用
物
品
ノ
価
直
ヲ
昂
低
セ
シ
メ



タ
ル
者
ハ
十
円
以
上
百
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

　
　
　
　
第
九
章
　
官
吏
漬
職
ノ
罪

第
二
百
七
十
七
条
　
人
ノ
身
体
財
産
ヲ
妨
害
ス
ル

　
ノ
犯
人
ア
ル
ニ
当
リ
予
審
判
事
検
事
警
察
官
吏

　
其
報
告
ヲ
受
ケ
テ
速
二
保
護
ノ
処
分
ヲ
為
サ
・

　
ル
者
ハ
十
五
日
以
上
三
月
以
下
ノ
軽
禁
鋼
二
処

　
シ
ニ
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
二
百
八
十
四
条
官
吏
人
ノ
嘱
託
ヲ
受
ケ
賄
賂

　
ヲ
収
受
シ
又
ハ
之
ヲ
聴
許
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以

　
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
銅
二
処
シ
四
円
以
上
四
十

　
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

　
因
テ
不
正
ノ
処
分
ヲ
為
シ
タ
ル
時
ハ
一
等
ヲ
加

　
フ

第
二
百
八
十
五
条
　
裁
判
官
民
事
ノ
裁
判
二
関
シ

　
テ
賄
賂
ヲ
収
受
シ
又
ハ
之
ヲ
聴
許
シ
タ
ル
者
ハ

　
ニ
月
以
上
二
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
五
円
以

　
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

　
因
テ
不
正
ノ
裁
判
ヲ
為
シ
タ
ル
時
ハ
一
等
ヲ
加

　
フ

第
二
百
八
十
九
条
　
官
吏
自
ラ
監
守
ス
ル
所
ノ
金

　
穀
物
件
ヲ
窃
取
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲
役
二
処
ス

　
因
テ
官
ノ
文
書
簿
冊
ヲ
増
減
変
換
シ
又
ハ
般
棄

　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

第
二
百
七
十
七
条
中
「
保
護
ノ
」
ノ
三
字
ヲ
削
ル

第
二
百
八
十
四
条
第
二
百
八
十
五
条
中

　
ヲ
「
二
等
」
ト
改
ム

』
等
」

第
二
百
八
十
九
条
中
「
軽
懲
役
」
ヲ
「
重
懲
役
」

　
ト
改
メ
照
シ
ノ
下
へ
「
重
キ
ニ
従
」
ノ
四
字
ヲ

　
加
フ

　
タ
ル
者
ハ
ニ
十
円
以
上
五
百
円
以
下
ノ
罰
金
二

　
処
ス

「
第
九
章
」
ヲ
「
第
八
章
」
ト
改
ム

第
二
百
七
十
七
条
　
人
ノ
身
体
財
産
ヲ
妨
害
ス
ル

　
ノ
犯
人
ア
ル
ニ
当
リ
予
審
判
事
検
事
警
察
官
吏

　
其
報
告
ヲ
受
ケ
テ
速
二
処
分
ヲ
為
サ
・
ル
者
ハ

　
十
五
日
以
上
三
月
以
下
ノ
軽
禁
鋼
二
処
シ
ニ
円

　
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
二
百
八
十
四
条
第
二
項
　
因
テ
不
正
ノ
処
分
ヲ

　
為
シ
タ
ル
時
ハ
ニ
等
ヲ
加
フ

第
二
百
八
十
五
条
第
二
項
　
因
テ
不
正
ノ
裁
判
ヲ

　
為
シ
タ
ル
時
ハ
ニ
等
ヲ
加
フ

第
二
百
八
十
九
条
　
官
吏
自
ラ
監
守
ス
ル
処
ノ
金

　
穀
物
件
ヲ
窃
取
シ
タ
ル
者
ハ
重
懲
役
二
処
シ
其

　
情
軽
キ
老
ハ
一
等
又
ハ
ニ
等
ヲ
減
ス

　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
（
一
五
二
九
）



　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

シ
タ
ル
時
ハ
第
二
百
五
条
ノ
例
二
照
シ
テ
処
断

ス
第
二
百
九
十
条
　
租
税
其
他
諸
般
ノ
入
額
ヲ
徴
収

　
ス
ル
官
吏
正
数
外
ノ
金
穀
ヲ
徴
収
シ
タ
ル
者
ハ

　
ニ
月
以
上
四
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
五
円
以

　
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
二
百
九
十
七
条
　
人
ヲ
殺
ス
ノ
意
二
出
テ
詐
称

　
誘
導
シ
テ
危
害
二
陥
レ
死
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
故

　
殺
ヲ
以
テ
論
シ
其
予
メ
謀
ル
者
ハ
謀
殺
ヲ
以
テ

　
論
ス

第
二
百
九
十
九
条
　
人
ヲ
殴
打
創
傷
シ
因
テ
死
二

　
致
シ
タ
ル
者
ハ
重
懲
役
二
処
ス

第
三
百
条
　
人
ヲ
殴
打
創
傷
シ
其
両
目
ヲ
膳
シ
両

　
耳
ヲ
聾
シ
又
ハ
両
肢
ヲ
折
リ
及
ヒ
舌
ヲ
断
チ
陰

　
陽
ヲ
駿
敗
シ
若
ク
ハ
知
覚
精
神
ヲ
喪
失
セ
シ
メ

　
篤
疾
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲
役
二
処
ス

　
其
一
目
ヲ
階
シ
一
耳
ヲ
聾
シ
又
ハ
一
肢
ヲ
折
リ

　
其
他
身
体
ヲ
残
藺
シ
擾
疾
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
ニ

　
年
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス

第
三
百
一
条
　
人
ヲ
殴
打
創
傷
シ
ニ
十
日
以
上
ノ

　
時
間
疾
病
二
罹
リ
又
ハ
職
業
ヲ
営
ム
コ
ト
能
ハ

第
二
百
九
十
条
中
「
四
年
」
ヲ
「
五
年
」
「
五
円

　
以
上
五
十
円
以
下
」
ヲ
「
十
円
以
上
百
円
以
下
』

　
ト
改
ム

第
二
百
九
十
九
条
第
三
百
条
中
殴
打
創
傷
シ
ノ
下

　
へ
「
又
ハ
暴
行
ヲ
加
へ
」
ノ
七
字
ヲ
加
フ

第
三
百
一
条
中
殴
打
創
傷
シ
ノ
下
へ
「
又
ハ
暴
行

　
ヲ
加
合
ノ
七
字
ヲ
加
へ
第
三
項
ヲ
改
正
ス

　
　
　
　
　
　
八
四
　
　
（
一
五
三
〇
）

因
テ
官
ノ
文
書
簿
冊
ヲ
増
減
変
換
シ
又
ハ
殿
棄

シ
タ
ル
時
ハ
第
二
百
五
条
ノ
例
二
照
シ
重
キ
ニ

従
テ
処
断
ス

第
二
百
九
十
七
条
　
人
ヲ
殺
ス
ノ
意
二
出
テ
詐
称

　
誘
導
シ
テ
危
害
二
陥
シ
死
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
謀

　
殺
ヲ
以
テ
論
ス

第
二
百
九
十
九
条
　
人
ヲ
殴
打
創
傷
シ
又
ハ
暴
行

　
ヲ
加
へ
因
テ
死
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
重
懲
役
二
処

　
ス

第
三
百
条
第
】
項
　
人
ヲ
殴
打
創
傷
シ
又
ハ
暴
行

　
ヲ
加
へ
其
両
目
ヲ
膳
シ
両
耳
ヲ
聾
シ
又
ハ
両
肢

　
ヲ
折
リ
及
ヒ
舌
ヲ
断
チ
陰
陽
ヲ
襲
敗
シ
若
ク
ハ

　
知
覚
精
神
ヲ
喪
失
セ
シ
メ
篤
疾
二
致
シ
タ
ル
者

　
ハ
軽
懲
役
二
処
ス

第
三
百
一
条
第
一
項
第
三
項
　
人
ヲ
殴
打
創
傷
シ

　
又
ハ
暴
行
ヲ
加
へ
二
十
日
以
上
ノ
時
間
疾
病
二



　
サ
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
一
年
以
上
三
年
以

　
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス

　
其
疾
病
休
業
ノ
時
間
二
十
日
二
至
ラ
サ
ル
者
ハ

　
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス

　
疾
病
休
業
二
至
ラ
ス
ト
難
モ
身
体
二
創
傷
ヲ
成

　
シ
タ
ル
者
ハ
十
一
日
以
上
一
月
以
下
ノ
重
禁
鋼

　
二
処
ス

第
三
百
二
条
　
予
メ
謀
テ
人
ヲ
殴
打
創
傷
シ
休
業

　
療
篤
疾
又
ハ
死
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
前
数
条
二
記

　
載
シ
タ
ル
刑
二
照
シ
各
一
等
ヲ
加
フ

第
三
百
三
条
　
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
ス
ニ
便
利
ナ
ル
為

　
メ
又
ハ
已
二
犯
シ
テ
其
罪
ヲ
免
カ
ル
・
為
メ
人

　
ヲ
殴
打
創
傷
シ
タ
ル
者
ハ
亦
前
条
ノ
例
二
同
シ

第
三
百
四
条
　
殴
打
二
因
リ
誤
テ
他
人
ヲ
創
傷
シ

　
タ
ル
老
ハ
傍
ホ
殴
打
創
傷
ノ
本
刑
ヲ
科
ス

第
三
百
九
条
　
自
己
ノ
身
体
二
暴
行
ヲ
受
ク
ル
ニ

　
因
リ
直
チ
ニ
怒
ヲ
発
シ
暴
行
人
ヲ
殺
傷
シ
タ
ル

　
者
ハ
其
罪
ヲ
宥
恕
ス
但
不
正
ノ
所
為
二
因
リ
自

　
ラ
暴
行
ヲ
招
キ
タ
ル
者
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

疾
病
休
業
二
至
ラ
ス
ト
錐
モ
身
体
二
創
傷
ヲ
成

シ
タ
ル
者
ハ
十
一
日
以
上
六
月
以
下
ノ
重
禁
鋼

二
処
シ
其
創
傷
ヲ
成
サ
・
ル
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス

第
三
百
二
条
中
殴
打
創
傷
シ
ノ
下
ヘ

　
ニ
因
リ
」
ノ
七
字
ヲ
加
フ

第
三
百
三
条
中
殴
打
創
傷
シ
ノ
下
ヘ

　
ヲ
加
へ
」
ノ
七
字
ヲ
加
フ

第
三
百
四
条
中
殴
打
ノ
下
へ

　
字
ヲ
加
フ

「
又
ハ
暴
行

「
又
ハ
暴
行

「
又
ハ
暴
行
」
ノ
四

罹
リ
又
ハ
職
業
ヲ
営
ム
コ
ト
龍
ハ
サ
ル
ニ
至
ラ

シ
メ
タ
ル
者
ハ
一
年
以
上
三
年
以
下
ノ
重
禁
鋼

二
処
ス

　
疾
病
休
業
二
至
ラ
ス
ト
難
モ
身
体
二
創
傷
ヲ
成

　
シ
タ
ル
者
ハ
十
一
日
以
上
六
月
以
下
ノ
重
禁
鋼

　
二
処
ス

第
三
百
二
条
　
予
メ
謀
テ
人
ヲ
殴
打
創
傷
シ
又
ハ

　
暴
行
ヲ
加
へ
休
業
嬢
篤
疾
又
ハ
死
二
致
シ
タ
ル

　
者
ハ
前
数
条
二
記
載
シ
タ
ル
刑
二
照
シ
各
一
等

　
ヲ
加
フ

第
三
百
三
条
　
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
ス
ニ
便
利
ナ
ル
為

　
メ
又
ハ
已
二
犯
シ
テ
其
罪
ヲ
免
カ
ル
・
為
メ
人

　
ヲ
殴
打
創
傷
シ
又
ハ
暴
行
ヲ
加
ヘ
タ
ル
者
ハ
亦

　
前
条
ノ
例
二
同
シ

第
三
百
四
条
　
殴
打
又
ハ
暴
行
二
因
リ
誤
テ
他
人

　
ヲ
創
傷
シ
タ
ル
者
ハ
傍
ホ
殴
打
創
傷
ノ
本
刑
ヲ

　
科
ス

第
三
百
九
条
　
自
己
又
ハ
祖
父
母
父
母
ノ
身
体
二

　
暴
行
ヲ
受
ク
ル
ニ
因
リ
直
チ
ニ
怒
ヲ
発
シ
暴
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
人
ヲ
殺
傷
シ
タ
ル
老
ハ
其
罪
ヲ
宥
恕
ス
且
不
正

　
ノ
所
為
二
因
り
自
ラ
暴
行
ヲ
招
キ
タ
ル
者
ハ
此

　
限
二
在
ラ
ス

　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
（
一
五
三
一
）



　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

第
三
百
十
三
条
　
前
数
条
二
記
載
シ
タ
ル
宥
恕
ス

　
可
キ
罪
ハ
各
本
刑
二
照
シ
ニ
等
又
ハ
三
等
ヲ
減

　
ス

第
三
百
二
十
六
条
　
人
ヲ
殺
サ
ン
ト
脅
迫
シ
又
ハ

　
人
ノ
住
居
シ
タ
ル
家
屋
二
放
火
セ
ン
ト
脅
迫
シ

　
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
六
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処

　
シ
ニ
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

　
殴
打
創
傷
其
他
暴
行
ヲ
加
ヘ
ン
ト
脅
迫
シ
又
ハ

　
財
産
二
放
火
シ
及
ヒ
殿
壊
劫
掠
セ
ン
ト
脅
迫
シ

　
タ
ル
者
ハ
十
一
日
以
上
二
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
二

　
処
シ
ニ
円
以
上
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
三
百
二
十
九
条
　
此
節
二
記
載
シ
タ
ル
罪
ハ
脅

　
迫
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
又
ハ
其
親
属
ノ
告
訴
ヲ
待
テ

　
其
罪
ヲ
論
ス

第
三
百
三
十
八
条
　
給
料
ヲ
得
テ
人
ノ
寄
託
ヲ
受

　
ケ
保
養
ス
可
キ
者
前
二
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
時

　
ハ
各
一
等
ヲ
加
フ

第
三
百
五
十
一
条
　
前
数
条
二
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ

　
犯
シ
因
テ
人
ヲ
死
傷
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
殴
打
創

　
傷
ノ
各
本
条
二
照
シ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
ス
但
強

　
姦
二
因
テ
塵
篤
疾
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
有
期
徒
刑

　
二
処
シ
死
二
致
シ
タ
ル
老
ハ
無
期
徒
刑
二
処
ス

第
三
百
十
三
条
中
「
二
等
又
ハ
三
等
」

　
又
ハ
四
等
」
ト
改
ム

ヲ
「
三
等

第
三
百
二
十
六
条
中
「
六
月
」
ヲ
「
一
年
」
ト
改

　
メ
其
他
暴
行
ノ
下
へ
「
若
ク
ハ
誹
殿
」
ノ
五
字

　
ヲ
加
へ
「
二
月
」
ヲ
「
六
月
」
ト
改
ム

第
三
百
二
十
九
条
へ
但
書
ヲ
加
フ

　
但
脅
迫
ノ
公
衆
二
対
ス
ル
者
ハ
告
訴
ヲ
待
ッ
ノ

　
限
二
在
ラ
ス

第
三
百
三
十
八
条
中
「
一
等
」
ヲ
「
二
等
」
ト
改

　
ム

第
三
百
五
十
一
条
但
書
　
但
強
姦
二
因
テ
疲
疾
二

　
致
シ
タ
ル
者
ハ
有
期
徒
刑
二
処
シ
篤
疾
二
致
シ

　
タ
ル
者
ハ
無
期
徒
刑
二
処
シ
死
二
致
シ
タ
ル
者

　
ハ
死
刑
二
処
ス

　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
（
一
五
三
二
）

第
三
百
十
三
条
　
前
数
条
二
記
載
シ
タ
ル
宥
恕
ス

　
可
キ
罪
ハ
各
本
刑
二
照
シ
三
等
又
ハ
四
等
ヲ
減

　
ス

第
三
百
二
十
九
条
二
左
ノ
但
書
ヲ
加
フ

　
但
公
衆
二
対
ス
ル
脅
迫
ハ
告
訴
ヲ
待
ッ
ノ
限
二

　
在
ラ
ス

第
三
百
三
十
八
条
　
給
料
ヲ
得
テ
人
ノ
寄
託
ヲ
受

　
ケ
保
養
ス
可
キ
者
前
二
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
時

　
ハ
各
二
等
ヲ
加
フ
（
本
節
の
罪
は
、
遺
棄
罪
で
あ

　
る
）

第
三
百
五
十
一
条
但
書
　
但
強
姦
二
因
テ
疲
疾
二

　
致
シ
タ
ル
者
ハ
有
期
徒
刑
二
処
シ
篤
疾
二
致
シ

　
タ
ル
者
ハ
無
期
徒
刑
二
処
シ
死
二
致
シ
タ
ル
者

　
ハ
死
刑
二
処
ス



第
三
百
五
十
八
条
　
悪
事
醜
行
ヲ
摘
発
シ
テ
人
ヲ

　
誹
殿
シ
タ
ル
者
ハ
事
実
ノ
有
無
ヲ
問
ハ
ス
左
ノ

　
例
二
照
シ
テ
処
断
ス

　
一
　
公
然
ノ
演
説
ヲ
以
テ
人
ヲ
誹
殿
シ
タ
ル
者

　
　
ハ
十
一
日
以
上
三
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ

　
　
三
円
以
上
三
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

　
ニ
　
書
類
図
画
ヲ
公
布
シ
又
ハ
雑
劇
偶
像
ヲ
作

　
　
為
シ
テ
人
ヲ
誹
鍛
シ
タ
ル
者
ハ
十
五
日
以
上

　
　
六
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
五
円
以
上
五
十

　
　
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
三
百
五
十
九
条
　
死
者
ヲ
誹
殿
シ
タ
ル
者
ハ
謳

　
岡
二
出
タ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
前
条
ノ
例
二
照
シ
テ

　
処
断
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
百
六
十
条
　
医
師
薬
商
穏
婆
又
ハ
代
言
人
弁

　
護
人
代
書
人
若
ク
ハ
神
官
僧
侶
其
身
分
職
業
二

　
於
テ
委
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
事
二
因
リ
知
得
タ
ル
陰

　
私
ヲ
漏
告
シ
タ
ル
者
ハ
誹
殿
ヲ
以
テ
論
シ
十
一

　
目
以
上
三
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
三
円
以
上

　
三
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
但
裁
判
所
ノ
呼

　
出
ヲ
受
ケ
テ
事
実
ヲ
陳
述
ス
ル
者
ハ
此
限
二
在

　
ラ
ス

　
　
　
　
　
第
十
三
節
　
祖
父
母
父
母
二
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ル
罪

　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

第
三
百
五
十
八
条
中
「
三
月
」
ヲ
「
一
年
」
「
十

　
五
日
以
上
六
月
以
下
」
ヲ
「
二
月
以
上
二
年
以

　
下
」
ト
改
ム

第
十
三
節

　
子
孫
二
」

祖
父
母
父
母
ニ
ノ
下
ヘ

ノ
七
字
ヲ
加
フ

「
対
シ
及
ヒ

第
三
百
五
十
八
条
　
文
書
図
画
ヲ
公
布
シ
雑
劇
偶

　
像
ヲ
作
為
シ
又
ハ
公
然
ノ
演
説
ヲ
以
テ
人
ヲ
誹

　
駿
シ
タ
ル
者
ハ
事
実
ノ
有
無
ヲ
問
ハ
ス
十
五
日

　
以
上
二
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
五
円
以
上
五

　
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
三
百
五
十
九
条
　
死
者
ヲ
誹
穀
シ
タ
ル
者
ハ
謳

　
岡
二
出
タ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
前
条
二
照
シ
処
断
ス

　
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
百
六
十
条
　
医
師
薬
商
穏
婆
又
ハ
代
言
人
弁

　
護
人
代
書
人
若
ク
ハ
神
官
僧
侶
其
身
分
職
業
二

　
於
テ
委
託
ヲ
受
ク
ル
事
二
因
リ
知
得
タ
ル
陰
私

　
ヲ
漏
告
シ
タ
ル
者
ハ
誹
穀
ヲ
以
テ
論
ス
但
裁
判

　
所
ノ
呼
出
ヲ
受
ケ
テ
事
実
ヲ
陳
述
ス
ル
者
ハ
此

　
限
二
在
ラ
ス

第
十
三
節
「
祖
父
母
父
母
二
対
ス
ル
罪
」
ヲ
「
祖

　
父
母
父
母
二
対
シ
及
ヒ
子
孫
二
対
ス
ル
罪
」
ト

　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
（
一
五
三
三
）



明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

第
三
百
六
十
二
条
　
子
孫
其
祖
父
母
父
母
ヲ
謀
殺

　
故
殺
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス

　
其
自
殺
二
関
ス
ル
罪
ハ
凡
人
ノ
刑
二
照
シ
ニ
等

　
ヲ
加
フ

第
三
百
六
十
四
条
　
子
孫
其
祖
父
母
父
母
二
対
シ

　
衣
食
ヲ
供
給
セ
ス
其
他
必
要
ナ
ル
奉
養
ヲ
欠
キ

　
タ
ル
者
ハ
十
五
日
以
上
六
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
二

　
処
シ
ニ
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

　
因
テ
疾
病
又
ハ
死
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
亦
前
条
ノ

　
例
二
同
シ

第
三
百
六
十
六
条
　
人
ノ
所
有
物
ヲ
窃
取
シ
タ
ル

　
者
ハ
窃
盗
ノ
罪
ト
為
シ
ニ
月
以
上
四
年
以
下
ノ

　
重
禁
鋼
二
処
ス

第
三
百
六
十
二
条
第
二
項
　
其
自
殺
二
関
ス
ル
罪

　
ハ
凡
人
ノ
刑
二
照
シ
ニ
等
ヲ
加
へ
自
己
ノ
利
ヲ

　
図
ル
ニ
出
テ
タ
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス

第
三
百
六
十
四
条
第
一
項
　
子
孫
其
祖
父
母
父
母

　
二
対
シ
衣
食
ヲ
供
給
セ
ス
其
他
必
要
ナ
ル
奉
養

　
ヲ
欠
キ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁

　
鋼
二
処
ス

第
三
百
六
十
五
条
ノ
次
へ
左
ノ
ニ
条
ヲ
増
加
ス

　
第
十
五
条
　
婦
其
夫
ノ
祖
父
母
父
母
二
対
ス
ル

　
　
犯
罪
ハ
前
数
条
ノ
例
二
同
シ

　
第
十
六
条
　
祖
父
母
父
母
教
誠
ノ
為
メ
其
子
孫

　
　
ヲ
監
禁
シ
若
ク
ハ
殴
打
シ
テ
傷
ヲ
為
サ
・
ル

　
　
者
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス

第
三
百
六
十
六
条
中
「
二
月
」
ヲ
「
一
月
」
ト
改

　
ム

第
三
百
六
十
六
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
第
十
七
条
　
看
守
者
其
看
守
ス
ル
所
ノ
物
件
ヲ

　
　
窃
取
シ
タ
ル
時
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重

八
八
　
　
（
一
五
三
四
）

　
改
ム

第
三
百
六
十
二
条
第
二
項
　
其
自
殺
二
関
ス
ル
罪

　
ハ
凡
人
ノ
刑
二
照
シ
ニ
等
ヲ
加
へ
自
己
ノ
利
ヲ

　
図
ル
ニ
出
テ
タ
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス

第
三
百
六
十
四
条
第
一
項
　
子
孫
其
祖
父
母
父
母

　
二
対
シ
衣
食
ヲ
供
給
セ
ス
其
他
必
要
ナ
ル
奉
養

　
ヲ
欠
キ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁

　
鋼
二
処
ス

第
三
百
六
十
五
条
ノ
次
へ
左
ノ
ニ
条
ヲ
増
加
ス

　
追
加
第
十
一
条
　
妻
其
夫
ノ
祖
父
母
父
母
二
対

　
　
ス
ル
犯
罪
ハ
前
数
条
ノ
例
二
同
シ

　
追
加
第
十
二
条
　
祖
父
母
父
母
教
誠
ノ
為
メ
其

　
　
子
孫
ヲ
監
禁
シ
若
ク
ハ
殴
打
シ
テ
傷
ヲ
成
サ

　
　
・
ル
者
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス

第
三
百
六
十
六
条
　
人
ノ
所
有
物
ヲ
窃
取
シ
タ
ル

　
者
ハ
窃
盗
ノ
罪
ト
為
シ
一
月
以
上
四
年
以
下
ノ

　
重
禁
鋼
二
処
ス

第
三
百
六
十
六
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
追
加
第
十
三
条
　
看
守
者
其
看
守
ス
ル
所
ノ
物

　
　
件
ヲ
窃
取
シ
タ
ル
時
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下



第
三
百
六
十
八
条
　
門
戸
摘
壁
ヲ
鍮
越
損
壊
シ
若

　
ク
ハ
鎖
鍮
ヲ
開
キ
邸
宅
倉
庫
二
入
リ
窃
盗
ヲ
犯

　
シ
タ
ル
者
ハ
亦
前
条
二
同
シ

第
三
百
六
十
九
条
　
二
人
以
上
共
二
前
三
条
ノ
罪

　
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
各
一
等
ヲ
加
フ

第
三
百
七
十
条
　
兇
器
ヲ
携
帯
シ
テ
人
ノ
住
居
シ

　
タ
ル
邸
宅
二
入
リ
窃
盗
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
軽
懲

　
役
二
処
ス

第
三
百
七
十
二
条
　
田
野
二
於
テ
穀
類
菜
菓
其
他

　
ノ
産
物
ヲ
窃
取
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
一
年
以

　
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス

第
三
百
七
十
三
条
　
山
林
二
於
テ
竹
木
砿
物
其
他

　
ノ
産
物
ヲ
窃
取
シ
又
ハ
川
沢
池
沼
湖
海
二
於
テ

　
人
ノ
生
養
シ
若
ク
ハ
産
業
二
関
ス
ル
産
物
ヲ
窃

　
取
シ
タ
ル
者
ハ
亦
前
条
二
同
シ

第
三
百
七
十
四
条
　
牧
場
二
於
テ
牧
畜
ノ
獣
類
ヲ

　
窃
取
シ
タ
ル
者
ハ
ニ
月
以
上
二
年
以
下
ノ
重
林
、
ボ

　
鋼
二
処
ス

　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

　
　
禁
銅
二
処
ス

　
　
旅
店
主
水
陸
運
送
人
及
ヒ
其
雇
人
旅
客
ノ
物

　
　
件
若
ク
ハ
運
送
ノ
物
件
ヲ
窃
取
シ
タ
ル
時
亦

　
　
同
シ

第
三
百
六
十
八
条
　
門
戸
矯
壁
ヲ
蹄
越
損
壊
シ
若

　
ク
ハ
鎖
鍮
ヲ
開
キ
邸
宅
倉
庫
二
入
リ
窃
盗
ヲ
犯

　
シ
タ
ル
者
ハ
ニ
年
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二

　
処
ス

第
三
百
六
十
九
条
中
「
三
条
」
ヲ
「
四
条
」
卜
改

　
ム

第
三
百
七
十
条
へ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

　
兇
器
ヲ
携
帯
シ
テ
ニ
人
以
上
共
二
前
項
ノ
罪
ヲ

　
犯
シ
タ
ル
者
ハ
重
懲
役
二
処
ス

第
三
百
七
十
二
条
第
三
百
七
十
三
条
第
三
百
七
十

　
四
条
削
除

　
　
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス

　
　
旅
店
主
水
陸
運
送
人
及
ヒ
其
雇
人
旅
客
ノ
物

　
　
件
若
ク
ハ
運
送
ノ
物
件
ヲ
窃
取
シ
タ
ル
時
亦

　
　
同
シ

第
三
百
六
十
八
条
　
門
戸
躊
壁
ヲ
瞼
越
損
壊
シ
若

　
ク
ハ
鎖
鍮
ヲ
開
キ
邸
宅
倉
庫
二
入
リ
窃
盗
ヲ
犯

　
シ
タ
ル
者
ハ
ニ
年
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二

　
処
ス

第
三
百
六
十
九
条
　
二
人
以
上
共
二
前
四
条
ノ
罪

　
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
各
一
等
ヲ
加
フ

第
三
百
七
十
条
へ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

　
ニ
人
以
上
共
二
前
項
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
重

　
懲
役
二
処
ス

第
三
百
七
十
二
条
　
削
除

第
三
百
七
十
三
条
　
削
除

第
三
百
七
十
四
条
　
削
除

八
九
　
　
（
一
五
三
五
）



　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

第
三
百
七
十
八
条
　
人
ヲ
脅
迫
シ
又
ハ
暴
行
ヲ
加

　
ヘ
テ
財
物
ヲ
強
取
シ
タ
ル
者
ハ
強
盗
ノ
罪
ト
為

　
シ
軽
懲
役
二
処
ス

第
三
百
七
十
九
条
　
強
盗
左
二
記
載
シ
タ
ル
情
状

　
ア
ル
者
ハ
一
個
毎
二
一
等
ヲ
加
フ

　
一
　
二
人
以
上
共
二
犯
シ
タ
ル
時

　
二
　
兇
器
ヲ
携
帯
シ
テ
犯
シ
タ
ル
時

第
三
百
八
十
条
強
盗
人
ヲ
傷
シ
タ
ル
者
ハ
無
期

　
徒
刑
二
処
シ
死
二
致
シ
タ
ル
老
ハ
死
刑
二
処
ス

第
三
百
八
十
一
条
　
強
盗
婦
女
ヲ
強
姦
シ
タ
ル
者

　
ハ
無
期
徒
刑
二
処
ス

第
三
百
八
十
三
条
　
薬
酒
等
ヲ
用
ヒ
人
ヲ
酔
迷
セ

　
シ
メ
其
財
物
ヲ
盗
取
シ
タ
ル
者
ハ
強
盗
ヲ
以
テ

　
論
シ
軽
懲
役
二
処
ス

第
三
百
七
十
八
条
中

　
ト
改
ム

「
軽
懲
役
」
ヲ
「
重
懲
役
」

第
三
百
七
十
九
条
　
強
盗
左
二
記
載
シ
タ
ル
情
状

　
ノ
一
個
ア
ル
者
ハ
一
等
ヲ
加
へ
其
二
個
以
上
ア

　
ル
者
ハ
ニ
等
ヲ
加
フ

　
一
　
二
人
以
上
共
二
犯
シ
タ
ル
時

　
二
　
兇
器
ヲ
携
帯
シ
テ
犯
シ
タ
ル
時

　
三
　
道
路
又
ハ
船
舶
二
於
テ
犯
シ
タ
ル
時

　
四
　
夜
間
門
戸
摘
壁
ヲ
喩
越
損
壊
シ
若
ク
ハ
鎖

　
　
鍮
ヲ
開
キ
テ
邸
宅
倉
庫
二
入
リ
タ
ル
時

第
三
百
八
十
条
　
強
盗
人
ヲ
殺
傷
シ
タ
ル
者
ハ
死

　
刑
二
処
ス

第
三
百
八
十
一
条
中
「
無
期
徒
刑
」
ヲ
「
死
刑
」

　
ト
改
ム

第
三
百
八
十
三
条
中
「
軽
懲
役
」
ヲ
「
重
懲
役
」

　
ト
改
ム

第
三
百
八
十
三
条
ノ
次
へ
左
ノ
ニ
条
ヲ
増
加
ス

　
第
十
八
条
　
暴
行
脅
迫
ヲ
行
ヒ
人
ヲ
シ
テ
其
権

　
　
利
義
務
二
関
ス
ル
証
書
類
ヲ
作
リ
之
ヲ
授
与

　
　
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
強
盗
ヲ
以
テ
論
ス

　
第
十
九
条
強
盗
未
タ
行
ハ
ス
ト
錐
モ
途
二
在

　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
（
↓
五
三
六
）

第
三
百
七
十
八
条
　
人
ヲ
脅
迫
シ
又
ハ
暴
行
ヲ
加

　
ヘ
テ
財
物
ヲ
強
取
シ
タ
ル
者
ハ
強
盗
ノ
罪
ト
為

　
シ
重
懲
役
二
処
ス

第
三
百
七
十
九
条
初
項
　
強
盗
左
二
記
載
シ
タ
ル

　
情
状
ノ
一
個
ア
ル
者
ハ
一
等
ヲ
加
へ
其
二
個
以

　
上
ア
ル
者
ハ
ニ
等
ヲ
加
フ

第
三
百
七
十
九
条
二
左
ノ
ニ
項
ヲ
加
フ

　
三
　
道
路
又
ハ
船
舶
二
於
テ
犯
シ
タ
ル
時

　
四
　
夜
間
門
戸
矯
壁
ヲ
瞼
越
損
壊
シ
若
ク
ハ
鎖

　
　
鋪
ヲ
開
キ
テ
邸
宅
倉
庫
二
入
リ
タ
ル
時

第
三
百
八
十
条
　
強
盗
人
ヲ
殺
傷
シ
タ
ル
者
ハ
死

　
刑
二
処
ス

第
三
百
八
十
一
条
　
強
盗
婦
女
ヲ
強
姦
シ
タ
ル
者

　
ハ
死
刑
二
処
ス

第
三
百
八
十
三
条
　
薬
酒
等
ヲ
用
ヒ
人
ヲ
酔
迷
セ

　
シ
メ
其
財
物
ヲ
盗
取
シ
タ
ル
者
ハ
強
盗
ヲ
以
テ

　
論
シ
重
懲
役
二
処
ス

第
三
百
八
十
三
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
追
加
第
十
四
条
　
強
盗
未
タ
行
ハ
ス
ト
錐
モ
途



第
三
百
八
十
五
条
　
遺
失
及
ヒ
漂
流
ノ
物
品
ヲ
拾

　
得
テ
隠
匿
シ
所
有
主
二
還
付
セ
ス
又
ハ
官
署
二

　
申
告
セ
サ
ル
者
ハ
十
一
日
以
上
三
月
以
下
ノ
重

　
禁
鋸
二
処
シ
又
ハ
ニ
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰

　
金
二
処
ス

第
三
百
八
十
八
条
　
家
資
分
散
ノ
際
其
財
産
ヲ
蔵

　
匿
脱
漏
シ
又
ハ
虚
偽
ノ
負
債
ヲ
増
加
シ
タ
ル
者

　
ハ
ニ
月
以
上
四
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス

　
情
ヲ
知
テ
虚
偽
ノ
契
約
ヲ
承
諾
シ
若
ク
ハ
其
媒

　
介
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス

第
三
百
九
十
条
　
人
ヲ
欺
岡
シ
又
ハ
恐
喝
シ
テ
財

　
物
若
ク
ハ
証
書
類
ヲ
騙
取
シ
タ
ル
者
ハ
詐
欺
取

　
財
ノ
罪
ト
為
シ
ニ
月
以
上
四
年
以
下
ノ
重
禁
鋼

　
二
処
シ
四
円
以
上
四
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加

　
ス

　
因
テ
官
私
ノ
文
書
ヲ
偽
造
シ
又
ハ
増
減
変
換
シ

　
タ
ル
者
ハ
偽
造
ノ
各
本
条
二
照
シ
重
キ
ニ
従
テ

　
処
断
ス明

治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

　
　
テ
捕
二
就
キ
盗
情
顕
迩
ア
ル
者
ハ
一
年
以
上

　
　
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス

第
三
百
八
十
五
条
中
「
三
月
」
ヲ
「
六
月
」
「
二

　
十
円
」
ヲ
「
五
十
円
」
ト
改
ム

第
三
百
八
十
八
条
二
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

　
此
条
ノ
罪
ヲ
犯
サ
ン
ト
シ
テ
未
タ
遂
ケ
サ
ル
者

　
ハ
未
遂
犯
罪
ノ
例
二
照
シ
テ
処
断
ス

第
三
百
九
十
条
中

　
ム

「
四
十
円
」
ヲ

「
百
円
」
ト
改

第
三
百
九
十
五
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
第
二
十
条
　
代
理
其
他
ノ
名
義
ヲ
以
テ
印
影
ヲ

　
　
押
捺
シ
タ
ル
白
紙
ヲ
委
托
セ
ラ
レ
委
托
以
外

二
在
テ
捕
二
就
キ
盗
情
顕
迩
ア
ル
者
ハ

以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
ス

九
一

（
一
五
三
七
）

一
年



明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

第
三
百
九
十
九
条
　
強
窃
盗
ノ
鰍
物
ナ
ル
コ
ト
ヲ

　
知
テ
之
ヲ
受
ケ
又
ハ
寄
蔵
故
買
シ
若
ク
ハ
牙
保

　
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
三
年
以
下
ノ
重
禁

　
鋼
二
処
シ
三
円
以
上
三
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附

　
加
ス

第
四
百
一
条
　
詐
欺
取
財
其
他
ノ
犯
罪
二
関
シ
タ

　
ル
物
件
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
之
ヲ
受
ケ
又
ハ
寄
蔵

　
故
買
シ
若
ク
ハ
牙
保
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
十
一
日

　
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
円
以
上
二

　
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
四
百
七
条
　
火
ヲ
放
テ
自
己
ノ
家
屋
ヲ
焼
搬
シ

　
タ
ル
者
ハ
ニ
月
以
上
二
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処

　
ス

第
四
百
十
一
条
堤
防
ヲ
決
壊
シ
又
ハ
水
間
ヲ
段

　
壊
シ
テ
人
ノ
住
居
シ
タ
ル
家
屋
ヲ
漂
失
シ
タ
ル

　
　
ノ
事
件
ヲ
記
載
シ
テ
之
ヲ
使
用
シ
委
托
者
ヲ

　
　
害
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
三
年
以
下
ノ
重
禁

　
　
鋼
二
処
ス

第
三
百
九
十
九
条
中
「
三
年
」
　
ヲ
　
「
五
年
」
「
三

　
十
円
」
ヲ
「
百
円
」
ト
改
ム

第
四
百
一
条
中
重
禁
鋼
二
処
シ
ノ
下
左
ノ
通
改
ム

　
又
ハ
ニ
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

第
四
百
七
条
へ
左
ノ
三
十
字
ヲ
追
加
ス

　
若
シ
自
己
ノ
住
居
シ
タ
ル
他
人
ノ
家
屋
ヲ
焼
綴

　
シ
タ
ル
時
ハ
無
期
徒
刑
二
処
ス

第
四
百
七
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
第
二
十
一
条
　
放
火
二
因
リ
他
ノ
家
屋
物
件
二

　
　
延
焼
シ
重
刑
二
該
ル
者
ハ
其
重
キ
ニ
従
テ
処

　
　
断
ス

九
二
　
　
（
一
五
三
八
）

第
三
百
九
十
九
条
　
強
窃
盗
ノ
鰍
物
ナ
ル
コ
ト
ヲ

　
知
テ
之
ヲ
受
ケ
又
ハ
寄
蔵
故
買
シ
若
ク
ハ
牙
保

　
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁

　
鋼
二
処
シ
三
円
以
上
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加

　
ス

第
四
百
七
条
　
火
ヲ
放
テ
自
己
ノ
家
屋
ヲ
焼
綴
シ

　
タ
ル
者
ハ
ニ
月
以
上
二
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処

　
ス
若
シ
自
己
ノ
住
居
シ
タ
ル
他
人
ノ
家
屋
ヲ
焼

　
駁
シ
タ
ル
時
ハ
無
期
徒
刑
二
処
ス

第
四
百
七
条
ノ
次
へ
左
ノ
一
条
ヲ
増
加
ス

　
追
加
第
十
五
条
　
放
火
二
因
リ
他
ノ
家
屋
物
件

　
　
二
延
焼
シ
重
刑
二
該
ル
者
ハ
其
重
キ
ニ
従
テ

　
　
処
断
ス

第
四
百
十
一
条
　
堤
防
ヲ
決
壊
シ
又
ハ
水
問
ヲ
殿

　
壊
シ
テ
人
ノ
家
屋
ヲ
漂
失
シ
タ
ル
者
ハ
無
期
徒



　
者
ハ
無
期
徒
刑
二
処
ス

　
若
シ
人
ノ
住
居
セ
サ
ル
家
屋
其
他
ノ
建
造
物
ヲ

　
漂
失
シ
タ
ル
者
ハ
重
懲
役
二
処
ス

第
四
百
十
三
条
　
他
人
ノ
便
益
ヲ
損
シ
又
ハ
自
己

　
ノ
便
益
ヲ
図
ル
為
メ
堤
防
ヲ
決
壊
シ
水
問
ヲ
殿

　
壊
シ
其
他
水
利
ヲ
妨
害
シ
タ
ル
老
ハ
一
月
以
上

　
二
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
円
以
上
二
十
円

　
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
四
百
二
十
五
条
　
左
ノ
諸
件
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ

　
三
目
以
上
十
日
以
下
ノ
拘
留
二
処
シ
又
ハ
一
円

　
以
上
一
円
九
十
五
銭
以
下
ノ
科
料
二
処
ス

　
　
（
中
略
）

　
九
人
ヲ
殴
打
シ
テ
創
傷
疾
病
二
至
ラ
サ
ル
者

　
十
　
密
二
売
淫
ヲ
為
シ
又
ハ
其
媒
合
容
止
ヲ
為

　
　
シ
タ
ル
者

　
　
（
中
略
）

　
十
二
　
定
リ
タ
ル
住
居
ナ
ク
平
常
営
生
ノ
産
業

　
　
ナ
ク
シ
テ
諸
方
二
俳
徊
ス
ル
者

　
　
（
下
略
）

第
四
百
二
十
九
条
　
左
ノ
諸
件
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ

　
五
銭
以
上
五
十
銭
以
下
ノ
科
料
二
処
ス

　
　
（
中
略
）

　
五
　
氷
雪
塵
芥
等
ヲ
路
上
二
投
棄
シ
タ
ル
者

　
　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

第
四
百
十
三
条
中
「
二
年
」

ヲ
「
三
年
」
ト
改
ム

第
四
百
二
十
五
条
中
九
項
十
項
十
二
項
　
削
除

第
四
百
二
十
九
条
中
五
項
六
項
　
削
除

刑
二
処
シ
因
テ
人
ヲ
死
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑

二
処
ス

第
四
百
二
十
五
条
中
第
十
項
第
十
二
項
　
削
除

第
四
百
二
十
九
条
第
五
項
　
削
除

九
三
　
　
（
↓
五
三
九
）



　
　
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案

六
　
官
署
ノ
督
促
ヲ
受
ケ
テ
道
路
ノ
掃
除
ヲ
為

サ
ル
・
者

（
下
略
）

右
奉
　
勅
旨
布
告
候
事

　
　
　
月
　
　
　
日

司太
　政法
　大
卿臣

九
四
　
　
（
一
五
四
〇
）

　右
　奉

月勅
　旨
　布
日告
　候
　事

司太
　政法
　大
卿臣

後
記
　
両
草
案
の
閲
覧
、
公
表
を
許
さ
れ
た
国
学
院
大
学
図
書
館
の
御
厚
意
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
す
　
（
八
月
二
十
日
記
）
。


